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１ 福部砂丘地区加圧ポンプ場設備更新工事

２ 鳥取市福部町海士ほか

３ 541日間

４ 工事特記仕様書のとおり

５ 畑地かんがい施設整備
　ポンプ設備更新　１式
　電気設備更新　１式

工 事 内 容

事 業 目 的

工　事　概　要　書

工 事 名

工 事 場 所

工 期



直接製作費

　１．用排水機修繕工

　　(１)用排水機修繕工

　　　用排水機工（機器単体費）主配管 式 1

　　　　手動仕切弁 125A,外ネジ式,JIS10K 台 6

　　　　電動仕切弁 125A 外ネジ式,JIS10K 台 3

　　　　逆止弁
125A,ハンマーレス,逆止
弁,JIS10

台 3

　　　　空気弁 急速空気弁,25A,JIS10K 台 3

　　　　直管 125A,L=1,860mm,JIS10K 個 3

　　　　直管 125A,L=1,810mm,JIS10K 個 3

　　　　直管 125A,L=1,320mm,JIS10K 個 3

　　　　直管 125A,L=600mm,JIS10K 個 3

　　　　直管 125A,L=420mm,JIS10K 個 3

　　　　直管(片側ルーズフランジ) 125A,L=330mm,JIS10K 個 3

　　　　直管 125A,L=165mm,JIS10K 個 2

　　　　直管 125A,L=125mm,JIS10K 個 1

　　　　R1 1/4ねじボス付フランジ直管 125A,L=378mm,JIS10K 個 2

　　　　R1 1/4ねじボス付フランジ直管 125A,L=351mm,JIS10K 個 1

　　　　直管 150A,L=1,030mm,JIS10K 個 3

　　　　直管 150A,L=700mm,JIS10K 個 1

　　　　直管 150A,L=290mm,JIS10K 個 3

　　　　片フランジ90°曲管
150A,L=235mm×
449mm,JIS10K

個 2

　　　　片フランジ90°曲管
150A,L=235mm×
353mm,JIS10K

個 1

　　　　90°曲管
125A,L=195mm×
195mm,JIS10K

個 12

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　90°曲管
150A,L=235mm×
235mm,JIS10K

個 3

　　　　片落管(同芯)
125A,JIS10K×
150A,JIS10K,L=150mm

個 3

　　　　伸縮可とう管 125A,JIS10K,偏心量100mm 個 3

　　　　伸縮可とう管 150A,JIS10K,偏心量100mm 個 3

　　　　直管 300A,L=1130mm,JIS10K 個 2

　　　　直管
300A,L=778mm,JIS10K×
JIS7.5K

個 1

　　　　T字管
300A,L=520mm,×
125A,L=265mm

個 2

　　　　分岐付き90°曲管
300A,L=313mm×
833mm,JIS10K

個 1

　　　　手動仕切弁 300A,外ネジ式,JIS7.5K 台 1

　　　　フランジ蓋 300A,JIS10K 個 1

　　　　R2ねじボス付フランジ直管 150A,L=700mm,JIS10K 個 2

　　　　フランジ継手 φ125 組 57

　　　　フランジ継手 φ150 組 18

　　　　フランジ継手 φ300 組 8

　　　　配管サポート(吸込側) φ125 箇所 3

　　　　配管サポート(吐出側) φ125 箇所 3

　　　　制水弁保護工 φ300 箇所 1

　　　用排水機工（機器単体費）補給水管 式 1

　　　　手動仕切弁 50A,外ネジ式,JIS10K 台 2

　　　　メカ形フランジ付ソケット 50A,JIS10K 個 6

　　　　メカ形曲管 50A×90°,JIS10K 個 6

　　　　メカ形曲管 50A×45°,JIS10K 個 1

　　　　メカ形曲管 50A×22 1/2°,JIS10K 個 2

　　　　メカ形T字管 50A×50A,JIS10K 個 1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　メカ形ソケット 50A,JIS10K,おねじ付 個 2

　　　　伸縮可とう管 50A,JIS10K,偏心量100mm 個 1

　　　　メカ形ドレッサージョイント 50A,JIS10K 個 1

　　　　直管 SGP-VB,50A 本 6

　　　　既設鋼管切断工 φ50 口 1

　２．電気設備修繕工

　　(１)電気設備修繕工

　　　電気設備修繕工 式 1

　　　　引込受電盤（屋内自立閉鎖形） 900W×2350H×1800D 式 1

　　　　コンクリートポール 12m,19cm,500kg 本 1

　　　　変圧器盤（屋内自立閉鎖形） 1200W×2350H×1800D 式 1

　　　　加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ盤（屋内自立閉鎖形） 1000W×2350H×1800D 式 1

　　　　ハンドホール
900×900×1200H 中耐鉄蓋
付

組 1

　　　　配水槽水位計 投込式水位計 式 1

　　　　プルボックス SUS-WP製,200×200×200 台 1

　　　　プルボックス SUS-WP製,300×300×300 台 1

　　　　揚水機場既設中央操作盤機能改造 式 1

　　　　配水槽レベルスイッチ 電極式レベルスイッチ5P 組 1

直接工事費

　１．用排水機修繕工

　　(１)用排水機修繕工

　　　作業土工（機械設備撤去時） 式 1

　　　　作業土工 式 1

　　　用排水機撤去工 式 1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　加圧ポンプ場主配管撤去（機械設備） 台 3

　　　　加圧ポンプ場補給水管撤去（機械設備） 式 1

　　　　既設ポンプ主配管処分運搬
 (有)アセスメントカンパ
ニー　L=12.9km

式 1

　　　　既設補給水管処分運搬
 (有)アセスメントカンパ
ニー　L=12.9km

式 1

　　　　金属くず処分費
 (有)アセスメントカンパ
ニー　L=12.9km

ton 2.090

　　　作業土工（機械設備設置時） 式 1

　　　　作業土工 式 1

　　　用排水機据付工 式 1

　　　　加圧ポンプ場主配管設置（機械設備） 台 3

　　　　加圧ポンプ場補給水管設置（機械設備） 式 1

　　　　配管巻き立てコンクリート 式 1

　　　　集水ピッド設置 式 1

　２．電気設備修繕工

　　(１)電気設備修繕工

　　　既設電気設備撤去工 式 1

　　　　引込受電盤撤去工 式 1

　　　　変圧器盤撤去工 式 1

　　　　既設加圧ポンプ盤撤去工 式 1

　　　　既設盤内機器処分運搬
 (有)アセスメントカンパ
ニー　L=12.9km

式 1

　　　　既設盤内撤去機器・部品処分費
 (有)アセスメントカンパ
ニー　L=12.9km

式 1

　　　電気設備据付工 式 1

　　　　引込受電盤据付工 式 1

　　　　変圧器盤据付工 式 1

　　　　加圧ポンプ盤据付工 式 1
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　　配水槽水位計据付工 式 1

　３．仮設費

　　(１)仮設費

　　　用排水機撤去工仮設（任意仮設） 式 1

　　　　仮設工 式 1

　　　用排水機据付工仮設（任意仮設） 式 1

　　　　仮設工 式 1

技術管理費

　１．試運転調整工

　　(１)試運転調整工

　　　総合試運転調整 式 1

　　　　総合試運転調整 ポンプ設備 式 1

　　　　総合試運転調整 電気設備 式 1
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                                   現    場    説    明    書                       １ 

令和６年７月１５日以降調達公告適用 

工 
 

程 

① （他工事等との調整） 

 用排水機修繕工 については、 今後発注予定の「福部砂丘地区加圧ポンプ場建屋更新工事

（仮称）」 と関連するので相互の連絡調整を密にすること。 

②（部分完成、着工保留） 

        については、      まで       〔すること、しないこと〕。 

③（施工時間） 

本工事の施工時間帯は、昼間施工（８：００～１７：００）を見込んでいる。 

        の施工時間は、  ：  ～  ：  とする。 

④（余裕期間設定工事） 

本工事は、鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領（平成28年6月9日付第201600036328号県土整

備部長通知）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いに

ついては、同要領の規定による。 

工期については、調達公告のとおりとする。 

⑤（鋼材の調達の遅れによる工期の延長） 

この工事の工期には、鋼材調達期間として、約５ヶ月を見込んでいるが、受注者の責に帰するこ

とができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その

理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

⑥（週休２日工事） 

          鳥取県農業農村整備事業工事週休２日工事試行実施要領（令和6年5月8日付第202400036012号農

地・水保全課長通知）の対象工事である。https://www.pref.tottori.lg.jp/301989.htmに掲載さ

れた本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。 

用
地
関
係 

①（用地、物件等未処理） 

本工事区間の       には         があるので、監督員と打合せのうえ施工を

行うこと。 

なお、     頃       の予定である。 

支
障
物
件 

①（埋設物等の事前調査） 

工事に係る地下埋設物等の事前調査については、〔未調査・（水道・下水道・電気・通信・ガス

・その他    ）について調査済み〕である。 

事前調査済みのうち本工事区域内で埋設が確認されている地下埋設物等は、（水道・下水道・電

気・通信・ガス・その他    ）であるため、各管理者の立会を求めて埋設位置等の確認を行う

こと。 

その他埋設が想定される未調査の埋設物については事前に確認を行うとともに、管理者不明の埋

設物等が確認された場合は、監督員に報告すること。 

②（支障物件） 

         の施工に当って、         が支障となっているが、       

までに移設が完了する見込である。 

予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。 

③（立木の置き場所） 

工事用地内の立木は伐採し、                に置くこと。 

公
害
対
策 

①（低騒音型・低振動型建設機械） 

本工事のうち施工箇所：          については、特に生活環境を保全する必要がある

ので、下記工種の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通

省告示、平成13年４月９日改正）に基づき指定された建設機械を使用するものとする。 

該当工種：           、施工機械：            

安
全
対
策 

①（交通安全施設等） 

一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。なお、交通整理の配置人員及び

必要日数として、以下のとおり見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協

議すること。 

交通誘導員Ａ    人 交替要員    人 １日あたり合計   人 配置日数   日 

       工事全体合計    人・日          

交通誘導員Ｂ    人 交替要員    人 １日あたり合計   人 配置日数   日 

       工事全体合計    人・日  

警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員Ａ、交通誘導員Ｂの定義は以

下のとおりとする。 

交通誘導員Ａとは、警備業法第２条第４項に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する

規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る１級検定

合格警備員又は２級検定合格警備員をいう。 

また、交通誘導員Ｂとは、警備業法第２条第３項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以

外の交通の誘導に従事する者をいう。 

なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教

育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Ｂを配置していることとみなす。 
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濁
水
処
理 

① （濁水処理） 

工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書に

よるものとする。なお、これにより難い場合は別途協議すること。 

また、舗装の切断作業時に発生する排水の処理についても、舗装の切断作業時に発生する排水

の処理について（平成24年3月27日付第201100201443号水・大気環境課長通知）

（https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1141896/120327hosousetudan.pdf）に基づいて適正

に処理すること。 

建
設
副
産
物
の
処
理 

【建設発生土（処理）】 

建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書（https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm）により

適切に対応すること。 

①（他工事等流用） 

建設発生土は     市・町・村      地内の          工事現場に運搬

（片道運搬距離   ㎞）するものとする。 

②（建設技術センター） 

建設発生土は   市・町・村     地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離   

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り     円をセンターに支払うこと。 

センター事業所へ搬出する土砂の土質は、各事業所が指定している土質性状同等以上とするこ

と。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

③（民間残土受入地） 

建設発生土は   市・町・村    地内の        に運搬（片道運搬距離   

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り     円を       に支払うこと。

民間残土受入地へ搬出する土砂の土質は、各受入地が指定している土質性状同等以上とするこ

と。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 

④（土質改良プラント） 

建設発生土は   市・町・村    地内の        に運搬（片道運搬距離   

㎞）するものとする。なお、処理費として１m3当り     円を       に支払うこと。

土質改良プラントへ搬出する土砂の土質は、各プラントが指定している土質性状同等以上とす

ること。（土質性状（記載例）砂質土、コーン指数300kN/m2以上） 
 

【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】 

①（分別解体等）      

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとす

る。その方法は、別表のとおりとする。なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。 

コンクリート塊 １m3当り      円 

アスファルト塊 １m3当り      円 

建設発生木材  １m3当り      円 

②（他工事等流用） 

〔Co雑割材・      〕は、    市・町・村     地内    工事で使用する

ものとする。 

③（バイオマス発電燃料加工施設への搬出） 

建設発生木材は   市・町・村     地内の     のバイオマス発電燃料加工施設

への搬出（片道運搬距離   ㎞）を想定し、１ｔ当り     円を見込んでいる。搬出先を

変更する場合には、理由を付して協議を行うこと。 

なお、公共工事で伐採する支障木は、一般木質バイオマスとして区分される。一般木質バイオ

マスであることは、立木の所有者（鳥取県）自らにより由来を証明することを基本とするが、伐

採・運搬を行う者が由来を証明する場合は、鳥取県森林組合が登録・審査した認定団体でなけれ

ばならない。当該工事は、〔所有者（鳥取県）・伐採・運搬を行う者〕により由来の証明を行う

こととしているため、着手にあたっては事前に監督員に確認すること。 

④（木材市場等へ売却） 

建設発生木材は    市・町・村     地内の      への搬出（片道運搬距離   

㎞）を想定し    円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではな

いが、売却先を変更する場合の理由を付して協議すること。 
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建
設
副
産
物
の
処
理 

⑤（再資源化施設へ搬出） 

コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設

等への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する

場合は理由を付して協議を行うこと。再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うととも

に、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。 

なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。 

（施設の名称・  コンクリート塊    市・町・村    地内の        

受入れ費用）       （運搬距離   ㎞）、費用 １ｔ当り     円 

アスファルト塊    市・町・村    地内の        

（運搬距離   ㎞）、費用 １ｔ当り     円 

建設発生木材      市・町・村    地内の        

（運搬距離   ㎞）、費用 １ｔ当り     円 

その他（   ）   市・町・村    地内の        

（運搬距離   ㎞）、費用 １ｔ当り     円 

（受入れ時間帯） ８時～１７時（平日） 

（受入れ条件）  ア  路盤材、土砂、金属片等が混入していないこと。 

イ  コンクリート塊、アスファルト塊の径は500㎜以下であること。 

ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径     cm以下、長さ    m以下

であること。 

エ  ２次公害発生の恐れのある物質（廃油等）を含まないこと。 

⑥（最終処理等） 

    については、    市・町・村     地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道

運搬距離   ㎞）を想定し、その費用として１ｔ当り    円を見込んでいる。 

これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。 

⑦（産業廃棄物の処理に係る税）  

産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を、          円見込んでいる。 

⑧（伐木工の数量） 

伐木工は伐木工歩掛（平成27年８月12日付第201500076595号鳥取県県土整備部技術企画課長通

知）に基づき参考数量で算出しているので、実績について見積もり等により監督員に協議を行うこ

と。 

⑨（建設発生木材の出来形数量） 

建設発生木材の運搬量、搬出量は出来形数量に応じて設計変更を行う。そのため、次のとおり数

量管理を行うこと。 

工  種 項  目 規  格 摘  要 

建設発生木材

運搬量 

現場において運搬車の計測

を行うこと。 

平均的な１断面を計測。計

測に当たっては、頂部に最低

２箇所の折れ点を設けるこ

と。 

断面積に荷台の延長を乗じ

て体積を算定する。 

運搬車全数の測定を行うこと。ま

た、10台に１台の割合で写真管理を

行うこと。ただし、搬出台数が10台

に満たない場合は、２台以上写真管

理を行うこと。 

なお、マニフェストで運搬量（体

積(空m3)）が確認出来る場合は、計

測、写真管理は不要とする。  
建設発生木材

搬出量 

マニフェスト又は伝票管理

を行うこと。 

運搬車全数の管理を行うこと。 伝票は処分業者が発行した

ものでなければならない。 

⑩（マニフェスト） 

産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

きマニフェストを作成すること。ただし、一般廃棄物や有価物は不要である。 
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① （建設発生土の使用） 

            工事から〔本工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用

箇所：            に使用する。 

なお、建設発生土は、再生資源の利用の促進に係る特記仕様書

（https://www.pref.tottori.lg.jp/312034.htm）により適切に対応すること。 

 

②（再生資材の使用） 

ア Co雑割材は、    工事から運搬し、使用箇所：    に使用する。 

イ アスファルト・コンクリート切削殻等は、    工事から運搬し、使用箇所：    に

使用する。  

ウ 再生クラッシャラン〔規格：Rc-      〕は、使用箇所：    に使用する。 

エ 再生コンクリート砂〔規格：RS-      〕は、使用箇所：    に使用する。 

オ 再生加熱アスファルト混合物〔規格：   〕は、使用箇所：    に使用する。 

カ その他再生資材〔資材名：      〕〔規格：      〕は、使用箇所：    に使用

する。 

キ 本工事において、再生クラッシャランの使用は上記ウに記載のものを想定している。当該砕

石について、受注者が再生資源化施設側と供給状況等について協議し、再資源化施設側から書

面により供給の確保ができない旨の回答があった場合には、他の再生砕石を使用することと

し、設計変更の対象とする。その上で他の再生砕石の確保も難しいと判断された場合には、新

材を使用することとし、設計変更の対象とする。 

ク 本工事において、粒度調整砕石の使用は新材を想定している。ただし、受注者が再生材の使

用を希望する場合には、受注者において供給状況を確認し、再生材の使用について協議するこ

ととし、設計変更の対象とする。 

 

 

工
事
用
道
路 

① （農地の一時転用について） 

本工事を施工するために必要な仮設道路等を農地に設置する目的で、受注者が農地を借地する

場合は、事前に所轄農業委員会と協議を行い、農地法第５条第１項に基づく農地一時転用の許可

を得ること。 

 

       【令和５年４月１日時点で、前工事等の請負業者が一時転用している農地を継続して利用する場合

は、以下も記載する。（該当がなければ記載を削除）】 

 

受注者は、前工事等の請負業者が農地一時転用している農地を継続して利用する場合、速やか

に変更報告書を作成の上、所轄農業委員会へ提出し、工事完了後はその旨を連絡すること。 

② （農地の賃貸借） 

ア    の用途に使用するため、   市・町・村   番地を賃貸借すること。 

イ 土地賃貸借契約書に「鳥取県との建設工事請負契約に基づき、土地の貸借権は鳥取県が有す

ることとし、原状復旧の責は鳥取県が負い、受注者がその任に当たるものとする。」を明記す

ること。 

ウ 賃貸人に賃貸借料を支払うこと。 

エ 工事完了後、速やかに農地の原状に復旧すること。 

オ イにより契約した地番における、農地一時転用許可は不要である。 

          

 

そ
の
他 

①（自社施工） 

本工事においては、 （※）                 工（                    工を除く）のう

ち少なくとも          千円までの部分は、鳥取県県土整備部自社施工対象工事適正実施要領に

定めるところにより自社施工しなければならない。 

※該当する細別（レベル４）を記載する。 

②（工事名称） 

工事標示板に記載する名称は、 契約工事名 とする。 

なお、工事標示板には、原則として県産木材を使用すること。また、その他の保安施設等につ

いても積極的に県産木材を使用すること。 
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③（景観評価） 

ア 本工事は、鳥取県公共事業景観形成指針に基づく、景観評価対象事業〔である・ではな

い〕。 

イ 景観評価対象事業の場合、施工にあたっては設計図書によるほか、必要に応じて監督員と

協議すること。 

④（工事成績評定） 

本工事は、工事成績評定要領（以下「評定要領」という。）に基づく工事成績評定の対象と 

〔する・しない〕。工事成績評定の対象外とするのは以下の〔ア・イ・ウ・エ・オ〕に該当するた

め。 

ア 請負対象設計金額（請負契約の対象となる部分の設計金額をいい、請負契約締結後に請負対

象設計 金額を変更した場合にあっては、当初請負対象設計金額とする。以下同じ。）が、５

００万円未満の 一般土木工事及び２５０万円未満の建築・設備工事 

イ 鳥取県の管理する道路（道路法（昭和27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路に

限る。） ・河川・湖沼・港湾を維持し、修繕し、又は管理（公共土木施設災害復旧事業費国

庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）第２条第２項に規定する災害復旧事業として行われるもの

を除く。）することを目的として発注された工事（年間維持、港湾浚渫、河川掘削、伐開、塵

芥処理工事） 

ウ 災害等の初期活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事 

エ  機器の納品、部品取替等の建設工事（融雪施設点検補修、道路照明灯点検補修、標識灯設置

工事等） 

オ  工事目的物を伴わない建設工事（旧橋撤去、残土撤去・運搬工事等） 

⑤（監督体制） 

本工事の監督体制は〔一般・重点〕監督とする。 

重点監督の工種は              とし、その他の工種は一般監督とする。 

なお、鳥取県県建設工事低入札価格調査制度対象工事となった場合は、別途通知する。 

⑥（三者協議） 

本工事は、 （対象工事の区分を記載）  工事であり、工事着工までに、施工条件及び施工の

留意点等を確認するため、発注者並びに当該工事の測量等業務受注者及び施工受注者の三者で協

議するものとする。（重点監督工事等に適用） 

⑦（技能士常駐） 

本工事には、下記のとおり鳥取県土木工事共通仕様書特記事項に基づく技能士常駐対象工種が

含まれており、該当工種の作業期間は、技能士が工事現場に常駐しなければならない。 

ア 技能士種別：     技能士 、該当工種：     工 、特記事項根拠：   頁 

イ 技能士種別：     技能士 、該当工種：     工 、特記事項根拠：   頁 

ウ 技能士種別：     技能士 、該当工種：     工 、特記事項根拠：   頁 

⑧（電子納品） 

情報共有システムを利用する工事は、原則として工事完成図書を電子納品すること。ただし、

止むを得ない事情がある場合は、監督員と協議の上、紙書類によることができる。 

情報共有システムを利用しない工事であっても、受注者が電子納品を希望する場合は、監督員

と協議の上、電子納品対象工事とする。 

電子納品に当たっては、https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htmに掲載された本工事調

達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」

という。）に従い適正に納品すること。 

オンライン電子納品を実施する場合は、https://www.pref.tottori.lg.jp/318010.htmに掲載

された本工事調達公告日時点で最新のオンライン電子納品試行要領（令和6年6月12日付第

202400071599号技術企画課長通知）に従うこと。 

⑨（情報共有システム） 

予定価格４千万円以上の工事は、原則として情報共有システム（以下「システム」という。）

を利用することとする。ただし、止むを得ない事情等によりシステムを利用できない場合は、監

督員と協議の上、紙書類によることができる。 

予定価格４千万円未満の工事であっても、受注者がシステムの利用を希望する場合は、監督員

と協議の上、システムを利用することができる。 

システム利用に当たっては、ガイドラインに従い適正に実施すること。 

⑩（寒中コンクリート） 

本工事は、寒中コンクリートとして施工を行わなければならない期間があるので、適正に実施

すること。なお、寒中コンクリートの養生費用については、「寒中コンクリートの養生費用につ

いて」（平成23年12月７日付第201100123529号県土整備部長通知）に基づいて処理することと

し、設計変更の対象とする。 
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⑪（建設機械の賃料の採用単価） 

         ア 建設機械の賃料について、ラフテレーンクレーン及び高所作業車以外の建設機械は長期割引

単価を標準としている。 

通常単価を採用した建設機械〔無し・有り                    ）〕 

イ ラフテレーンクレーン及び高所作業車について、１ヶ月以上の長期利用に当たるものは長期

割引単価を採用し、１ヶ月未満の利用に当たるものは通常単価を採用している。 

本工事の 用排水機撤去工仮設 工で使用を想定しているラフテレーンクレーン（規格 １

０ t 吊）の採用単価は（長期割引単価・通常単価）（建設物価７月号、８０９頁）を採用

し、本工事の   工で使用を想定している高所作業車（規格  ）の採用単価は（長期割引

単価・通常単価）（建設物価   月号、   頁）を採用している。   

 

⑫（現場環境改善） 

本工事は、現場環境改善（率計上分）実施対象工事と〔する・しない〕。 

下表の内容のうち原則として各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１

実施内容ずつ（いずれか１項目のみ２実施内容）の合計５つの実施内容を実施すること。港湾及び

漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 

実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提

出すること。 

地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設

計変更は行わないが、その内容（目的に資するものであること）について監督員の確認を受けるこ

と。 

１内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。 

計上費目 実施内容 

仮設備関係 

１．用水・電力等の供給設備，２．緑化・花壇 

３．ライトアップ施設，４．見学路及び椅子の設置 

５．昇降設備の充実，６．環境負荷の低減 

営繕関係 

１．現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

２．労働者宿舎の快適化 

３．デザインボックス（交通誘警備員待機室) 

４．現場休憩所の快適化 

５．健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全関係 

１．工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ（電光

式標識等） 

２．盗難防止対策（警報機等) 

３．避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 

１．完成予想図，２．工法説明図，３．工事工程表 

４．デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） 

５．見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

６．見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 

７．パンフレット・工法説明ビデオ 

８．地域対策費等（地域行事等の経費を含む) 

９．社会貢献 

防災・危機管理関係

（港湾・漁港事業） 

１．防災訓練（地震・台風等の自然災害に対する訓練） 

 

⑬（熱中症対策） 

熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対策資

料を参考に熱中症予防対策を実施すること。 

また、気象庁から高温注意報（最高気温３５℃以上が予想される場合）が発表された日において

は、作業の中断、作業時間の短縮を行うか、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十

分な休憩時間を確保するなどの熱中症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。 
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⑭（現場管理費補正） 

【治山工事、林道工事以外】（該当しない場合は削除） 

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領（令和元年6月12日付第201900066875

号県土整備部長通知）の対象工事である。 

熱中症対策に資する現場管理費補正の適用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.j

p/285759.htm に掲載された本工事調達公告日時点で最新の同要領の規定に従い、工事着手前に提

出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載するこ

と。計測結果は施工計画書に基づき，計測結果の資料を工期末の 14 日前までに提出すること。 

【治山工事、林道工事】（該当しない場合は削除） 

本工事は、治山事業及び林道事業における熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領（令和

元年 7月 31 日付第 201900109943 号農林水産部森林・林業振興局長通知及び第201900108860 号県

土整備部治山砂防課長通知）の対象工事である。 

熱中症対策に資する現場管理費補正の適用を希望する場合は、https://www.pref.tottori.lg.j

p/318163.htm に掲載された本工事調達公告日時点で最新の同要領の規程に従い、工事着手前に提

出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載するこ

と。計測結果は施工計画書に基づき，計測結果の資料を工期末の 14 日前までに提出すること。 

 

⑮（日本芝生産地への配慮） 

日本芝の生産に配慮した植生工について（令和 2 年 2 月 27 日付第 201900299342 号県土整備部

長通知）（https://www.pref.tottori.lg.jp/290178.htm）に基づき、日本芝を生産するほ場と、

その前後も含めたほ場に隣接する法面においては、植生工にバミューダグラスの使用を禁止する。 

ア 〔張芝工・筋芝工〕は、日本芝の〔野芝・高麗芝〕を使用すること。 

イ 〔植生基材吹付工・客土吹付工・種子散布工・枠内吹付工〕に使用する種子に「バミューダ

グラス」は使用しないこと。配合種子は監督員と協議のうえ決定すること。 

ウ 〔わら芝工・植生シート工・植生マット工〕に使用する種子に「バミューダグラス」は使用

しないこと。バミューダグラスの代替えの種子として○○を使用し、材料費として 1ｍ2当

り  円を見込んでいる。 

 

⑯（ICT 活用工事[受注者希望型(LightICT を含む)]） 

          本工事は、受注者希望型(LightICT を含む)の対象工事であるので、最新の「ICT 活用工事特記仕

様書（受注者希望型）」によること。 

仕様書の改定状況はhttps://www.pref.tottori.lg.jp/301989.htm を参照すること。 

 

⑰（土石流の発生・到達するおそれのある現場での工事） 

本工事は、労働安全衛生規則第２編第１２章「土石流による危険の防止」に定める、土石流が

発生する恐れのある現場において行う工事である。 

安全対策について、https://www.pref.tottori.lg.jp/295476.htm に掲載の「土石流の発生・到

達するおそれのある現場での工事における安全対策について」に基づいて実施すること。 

 

⑱（標示板の設置） 

          本工事は「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく工事であり、標示板の

工事種類について「国土強靱化対策工事（５か年加速化対策）」と標記すること。 

          標示板の記載及び記載内容については、道路・河川工事現場における標示施設の設置の徹底につ

いて（令和 3 年 6 月 1 日付け 国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長 事務

連絡）を参考にすること。 

 

⑲（CCUS 活用推奨工事[受注者希望型]）【災害復旧工事、受託工事は対象外（当該項目を削除する）】 

          本工事は、受注者希望型の対象工事である。CCUS の活用を希望する場合は、最新の「鳥取県建

設キャリアアップシステム活用推奨工事（受注者希望型）特記仕様書」によること。 

仕様書の改定状況はhttps://www.pref.tottori.lg.jp/291820.htm を参照すること。 

 

⑳（遠隔臨場） 

        本工事は、遠隔臨場の対象工事である。遠隔臨場の活用を希望する場合は、

https://www.pref.tottori.lg.jp/307254.htm に掲載された本工事調達公告日時点で最新の「鳥取

県建設工事・測量等業務の遠隔臨場に関する実施要領」によること。 

 

㉑（施工管理システム） 

本工事は、施工管理システムの利用可能工事(試行)である。施工管理システムの利用を希望する

場合は、事前に監督員と協議を行うこと。なお、利用に関するアンケート調査に協力すること。対

象とする施工管理システムは以下のホームページに掲載されたものである。 

https://www.pref.tottori.lg.jp/310672.htm 

 

※ 明示する項目を   部分に記入または追記し、不要部分は「－」で削除して使用すること。 
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１ 本工事は千代川水系内における工事であり、濁水防止対策等については、あらかじめ千代川漁
業対策協議会事業調整会議において調整している。工事実施にあたっては、「千代川水系にお
ける汚濁防止対策申し合わせ（H27.7.28 千代川漁業対策協議会）」に基づき以下の事項を遵守
して、汚濁防止に努めること。 

  また、「具体的で詳細な濁水対策」を施工計画書に明記するとともに、実際に作業を行うオペ
レーターをはじめとする全ての現場作業員に対して、新規入場者教育や毎日の朝礼等の機会に
「具体的で詳細な濁水対策の行い方」を指導するなど、積極的な濁水対策を徹底すること。 

 
 ア 受注者は、汚濁防止（仮設足場等の設置を含む）に最善の注意を払い工事を行うこと。施

工にあたっては、「ク 留意事項」を参照し、汚濁防止対策を徹底すること。 
 イ 汚濁防止等の対策は、千代川漁業対策協議会で協議の上合意されたものであり、汚濁防止

対策の変更及び工期延長の恐れが生じた場合は、できる限り早い時期に監督員に報告し、指
示を受けること。 

 ウ 汚濁防止施設等が設置された時点で、監督員の確認を受けること。また、撤去時において
は残骸等がないようにすること。 

 エ 汚濁を生じる恐れのある仮締切の設置・撤去、瀬替や川替など河床掘削時は、監督員の立
会を求めること。必要に応じて千代川漁業協同組合と協議すること。 

 オ 千代川漁業対策協議会において現地立会が必要と認められた箇所については、千代川漁業
協同組合と発注者で現地確認を行い、問題が認められた場合には双方協議することとしてい
るので、工事着手前には監督員に確認すること。 

 カ 大型土のうを設置する場合の番号の色は（赤）とする。大型土のうは、設置及び撤去後の
数量が分かるように管理すること。 

 キ 千代川水系については、毎年２月下旬～３月中旬にはやまめ成魚、４月下旬～５月中旬に
は鮎苗の放流、７月上旬には、やまめ、いわなの稚魚の放流が予定されており、放流日（１
日程度）の前後の期間（１０日程度）は、汚濁等を流出させる工事は実施しないこと。やむ
を得ない事情により作業を行う場合は、汚濁防止対策について千代川漁業協同組合と連絡調
整を行ったうえで細心の注意を払い作業を行うこと。なお、稚魚放流等の詳細な日程につい
ては、監督員に確認すること。 

 ク 留意事項 
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河床掘削 
関係 
 

(1)河床掘削する際は、額縁（がくぶち）掘削とすること。ただし、川幅が狭い
等、額縁掘削ができない場合は、沈砂池を設けるなどの濁水対策を講じたう
えで全面掘削を行うこと。 

(2)発生した玉石（概ね 20ｃｍ以上）は、残土処分しないで現地又は同一河川
に戻すこととし、河床（水のあるところ）に並べるか、護岸の根に寄せ石を
行い、 魚の生息・休憩場所の保全に努めること。 

 

石積工 
関係 

(1)石積工の石材を現地採取する場合は、その代替となる石材を近くの中州や瀬
替えにより掘り起こすなどして調達し、河床表面に敷き並べること。 

仮設道路 
関係 

(1)仮設道路を新設する場合、道路法面や路面から流出する濁水について対策を
構じること。 

 
土のう 
関係 
 

(1)河川内で土のうを使用する場合は、土のうに番号（赤色）を打ち、設置時及
び撤去時に数量管理（写真管理）を行い、全数撤去を確認すること。また、
流出防止のため、必要に応じてロープ等で連結すること。 

(2)土のうが流出した場合は、下流を探し全数回収するとともに、全数回収でき
たことを証明する資料を監督員に提出すること。 

 
 
沈砂池 
関係 
 

(1)原則、沈砂池の底にブルーシートは敷かないこと。 
(2)沈砂池に堆積したドロは、定期的に除去すること。 
(3)高水敷が広い場合は、沈砂池は高水敷を掘削する方法を検討すること。 
(4)沈砂池は、濁りの程度や湧水量に見合った大きさ、基数（連数）とすること。
効果が不十分な場合は、増設等を行うこと。 

(5)ノッチタンクについても、効果が不十分な場合は、容量を大きくする又は基
数を増やす等、効果を見ながら対応すること。 

 
２ 本工事は、河床の改変を伴う工事であり、以下のとおり千代川漁協による完成前確認を行う
こととしているので、検査希望日を１週間前までに監督員へ連絡すること。 

 ア 確認時期 
  ・工事完了前の河床整理が概ね完了した時点。ただし、完成確認時の指摘等に対応できるよ

うバックホウ等が現地にある時期とすること。 
 イ 確認事項 
 ＜河床状況＞ 
  ・玉石をみお筋に並べたり、水中の護岸基礎部の保護を兼ねた寄せ石を行う等、魚類への配

慮がなされているか。 
  ・平滑な河床にせず、みお筋を復元する等、着手前の河床が復元されているか。 
 ＜仮設材（大型土のう等）等の撤去＞ 
  ・仮設材（大型土のう等）が全て撤去されているか。 
  ・設置時及び撤去時数量の管理資料（赤色番号入り空袋写真等） 
 ＜工事資材や発生したゴミ等の撤去＞ 
  ・工事資材やゴミ等が河川内に残されていないか。 
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公
益
占
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物
件
等
へ
の

事
故
防
止
対
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・受注者は、鳥取県土木工事共通仕様書及び鳥取県土木工事共通仕様書特記事項に基づき、公益

占用物件にかかる事前調査・所有者等との調整・必要に応じて対策を行い、事故防止を確実に

実施すること。 

 

※工業用水道管については、鳥取県企業局のホームページで概略位置を確認のうえ、必要に応じ

て管理者に協議を行うこと。（ＵＲＬ：https://www.pref.tottori.lg.jp/205136.htm） 

 

モ
ニ
タ
リ
ン

グ
調
査
等 

・当工事はモニタリング調査（施工形態動向調査）対象工事（工種：      ）であるため、
別途監督員から渡される調査票に記入の上、工事完成後すみやかに監督員に提出すること。 

・当工事は施工合理化調査対象工事（工種：      ）であるため、別途監督員から渡され
る調査票に記入の上、工事完成後すみやかに監督員に提出すること。 

環
境
配
慮
指

針
適
用 

・ 当工事は「鳥取県公共事業環境配慮指針」適用工事であるため、別紙環境配慮チェックリスト
の「検討必要」事項を配慮するよう努めること。配慮した場合、環境配慮リストの「配慮した」
欄をチェックし、配慮できなかった場合はその理由を附し、工事完成後すみやかに監督員に提
出すること。 

建
設
副
産
物

実
態
調
査 

・当工事は「建設副産物実態調査」対象工事であるため、別途監督員から渡される調査票等に記
載の上、工事完成後すみやかに監督員に提出すること。 

 

そ
の
他 

１ 工事完成通知書の提出に先立って、県は鳥取県土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」と
いう。）第 3編 1-1-5 に基づき実施する段階確認の最終項目として「臨場による現地完成確認」
を行う。 

２ 請負業者は共通仕様書第 3 編 1-1-5 に基づき、県に提出する段階確認報告書の段階確認項目
に「臨場による現地完成確認」を明記すること。 

３ 現場説明書の要領等の最終改正は、鳥取県のホームページ「とりネット」に掲載してありま
すので確認下さい。 

 

※明示する事項を  部分に記入または追記し、不要部分は○○で削除して使用すること。 
 



特 記 仕 様 書 

 

第１章 総則 

第１ 適用範囲 

  本工事は本特記仕様書によるほか、下記の優先順位により最新の基準・通知等に基づき実

施するものとする。 

 １ 設計図書（図面等含む） 

 ２ 鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部 令和 3年 4月 1日改正） 

 ３ 施設機械工事等共通仕様書（農林水産省農村振興局 令和 6年 3月 22 日改正） 

４ 電気設備計画設計技術指針（高低圧編）（農林水産省農村振興局 令和元年 9月） 

  その他、上記図書に記載されていない事項で、施工上必要な項目については、その都度監

督員と協議し、その協議結果に従うこと。 

 

第２章 工事内容 

第１ 目的 

  本工事は、砂丘畑への農業用水供給を目的とした加圧機場設備の修繕工事であり、施設の

機能診断により機能低下がみられる加圧ポンプ配管設備及び電気設備の更新等を実施する

ものである。 

 第２ 工事概要 

  １ 工 事 名  福部砂丘地区加圧ポンプ場設備更新工事 

  ２ 工事場所  鳥取市福部町海士ほか 

  ３ 工事内容  ポンプ設備更新 １式 

          電気設備更新 １式 

 第３ 工事数量 

   「工事数量総括表」のとおり 

第４ 工事工期 

       「工事概要書」のとおり 

 

第３章 一般事項 

 第１ 作業内容 

１ 本工事の施工範囲は、設計図書に示す加圧ポンプ設備並びに電気設備の設計、製作、

輸送、据付（既設撤去処分を含む）、試運転調整までの一切とする。 

   ２ 受注者は設備試運転調整後、施設管理者に対する操作説明および概要説明を行うも

のとし、現地保管用の操作要領書等を作成するものとする。 

   ３ 各設備の更新、改修に関する作業内容・規格等は「加圧ポンプ電気設備特記仕様書」

のとおりとするが、記載のない項目など詳細については、監督員と協議するものとする。 

   ４ 本工事は、既存設備の部分的な更新であるため、既存設備との接続に当たって、事前

調査を入念に実施し、更新設備の接続に不具合が生じないよう必要な調整をすること。



また、設備撤去時は、既存設備を損傷しないよう安全対策をすること。 

 

 第２ 工程計画 

    既設撤撤去、据付工事及び試運転調整については、非かんがい期（１１月中旬～２月上

旬）に実施できるよう工程管理するものとする。 

第３ その他 

   １ 発注者が、本工事の実施にあたり地元関係者等にその工事状況などの説明を求めた

場合は、その指示に従うこと。 

   ２ 本工事の実施にあたり、他機関との調整や説明が必要な事項が生じた場合は、発注者

の指示により資料作成等の対応を行うこと。 

 

第３章 その他 

 第１ その他 

   １ 設計図書及び現場で疑義等が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。 

２ 出来形図面等、監督員が要求した資料は請負者の責により作成し、速やかに提出す 

ること。 

   ３ 施工図・完成図書等の作成にあっては、施設機械工事等共通仕様書、電気設備計画設

計技術指針（高低圧編）に準拠の上作成するものとし、完成図書については、施設管理

者（土地改良区）保管用を含め２部作成し提出すること。 

４ 敷地・施設の出入りにあっては、第三者の立入りがないよう、施錠等の管理を厳    

重に行うこと。 

５ 非かんがい期における通電費用については、施設管理者との協議によるが、原則、受

注者が負担するものとする。 

６ 加圧ポンプ場の主配管撤去において発生する廃棄物は、当初設計では処分費を計上し

ているが、スクラップについては有価物処理を行うこと。処分費は処分実績にて精算対

応する。 
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１  工事概要 

本工事は、福部砂丘地区加圧ポンプ場の電気計装設備更新を行うものである。 

また、上記更新に伴う揚水機場内既設中央操作盤の機能改造工事も行うものである。 

本工事の施工範囲は下記の通りとする。 

 

  1.1 電気設備工事 

1) 引込柱の製作・据付工事 

2) 盤・計装機器の製作・据付・調整工事 

3）既設中央操作盤機能改造工事 

4）動力・信号・制御配線及び配管工事（高圧受電引込含む） 

5) 総合試運転（単体調整含む） 

       

    1.2 既設電気設備撤去工事 

1) 既設盤・機器撤去工事 

2) 撤去機器処分 
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２ 各工事内容 

2.1 電気設備工事 

2.1.1 機器仕様 

(1) 引込受電盤 

1）面  数  1 面 

2）形  式  屋内自立閉鎖形 

3）概略寸法  900W×2,350H×1,800D 程度 

4）盤面機器  名称銘板                     1 式 

             電圧計                      １式 

       電流計                      １式 

       力率計                      １式 

       電力計                      １式 

       電力量計                     １式 

       電圧切換スイッチ                 １式 

       電流切替スイッチ                 １式 

       集合表示灯                    １式 

       小銘板                      １式 

その他必要なもの                 1 式 

5）盤内機器  高圧交流負荷開閉器 7.2kV 200A           1 式 

           取引計器用変成器                  1 式 

              計器用変圧器 6600/110V              １式 

       配線用遮断器                   １式 

       変流器                      １式 

              不足電圧継電器                  １式 

       地絡方向継電器                  １式 

       盤内照明（ドアスイッチ含む）           1 式 

補助リレ－，端子台，スイッチ，ヒュ－ズ      1 式 

       小銘板                      1 式 

内部配線                     1 式 

その他必要なもの※ 1 式 

     6) 材質    鋼板製 

      

 

 

 

 



 3

(2) 変圧器盤 

1）面  数  1 面 

2）形  式  屋内自立閉鎖形 

3）概略寸法  1,200W×2,350H×1,800D 程度 

4）盤面機器  名称銘板                     1 式 

電圧計                      1 式 

電流計                      １式 

電圧切替スイッチ                 1 式 

電流切替スイッチ                 １式 

集合表示灯                    1 式 

小銘板                      1 式 

その他必要なもの                 1 式 

5）盤内機器  配線用遮断器                   1 式 

                         三相変圧器（モールド）3φ100kVA 6600/210V     1 式 

                   単相変圧器（モールド）1φ10kVA 210/210-105V       １式 

過電流継電器                   1 式 

零相変流器                    １式 

変流器                      １式 

                         盤内照明（ドアスイッチ含む）           1 式 

                         盤内換気扇                    １式 

補助リレ－，端子台，スイッチ，ヒュ－ズ      1 式 

小銘板                      1 式 

内部配線                     1 式 

その他必要なもの※ 1 式 

     6) 材質    鋼板製 
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 (3) 加圧ポンプ盤 

1）面  数  1 面 

2）形  式  屋内自立閉鎖形 

3）概略寸法  1,000W×2,350H×1,800D 程度 

4）盤面機器  名称銘板                          1 式 

電流計                       1 式 

開度計                              1 式 

水位指示計                    １式 

切替スイッチ                   1 式 

操作スイッチ                   １式 

集合表示灯                    1 式 

操作表示灯                    1 式 

押釦スイッチ                   1 式 

小銘板                      1 式 

その他必要なもの                 1 式 

5）盤内機器  配線用遮断器                   1 式 

漏電遮断器                    1 式 

                         電磁接触器                    1 式 

低圧進相コンデンサ                1 式 

                         変流器                      1 式 

                         サ－マルリレ－                  1 式 

             ３Ｅリレ－                    1 式 

             制御用変圧器 1φ1.5kVA 210/150V          1 式 

                         盤内照明（ドアスイッチ含む）           1 式 

補助リレ－，端子台，スイッチ，ヒュ－ズ      1 式 

小銘板                      1 式 

内部配線                     1 式 

その他必要なもの※ 1 式 

     6) 材質    鋼板製 
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(4) 配水槽水位計 

1）数   量  1 組 

2）形  式  投込式水位計 

3）電  源  AC100V 

4）出  力  DC4～20mA 

5）精  度  ±0.2%FS 以内 

6）精  度  ±0.5%RS 以内 

      7) 構  成  検出器，変換器，中継器，中空ケーブル，その他必要なもの 

      8）備  考  変換器は揚水機場内中央操作盤に収納とする 

 

(5) 既設中央操作盤機能改造 

1）取替機器  配水槽水位計変換器                １式 

       盤内配線                     １式 

       その他必要なもの※                １式 

2）備  考  既設盤メーカ－ 株式会社大同電機製作所 

 

※「その他必要なもの」には、作業土工、ケーブル、端末処理材、電線、管材等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

2.2 総合試運転 

2.2.1 各新設盤設置後及び既設中央操作盤機能改造後単体試験を行いその後総合試運転

を行う事とし各新設盤設置後及び既設中央監視盤機能改造後安全かつ正常に施設

運営が可能か確認する事とする。 

 

2.3 撤去機器処分 

2.3.1 撤去機器は産廃処理をする事とする。なお、既設引込受電盤（電灯用変圧器）に

は低濃度ＰＣＢ含有機器が含まれているため、撤去処分は行わず、加圧機場建屋

内に存置すること。 

 

低濃度ＰＣＢ含有機器 

  1) 名   称   引込受電盤（電灯用変圧器） 

2）製  造  年  1974 年 

3）PCB 含有量   0.74ppm 

4）容      量  10kVA 

 

2.4 盤共通仕様 

1）板  厚  SS 製 本体  ：2.3mm 以下 

           扉  ：3.2mm 以上 

2）扉  鍵  承諾で決定するものとする 

3）塗装仕様  ポリウレタン樹脂塗装（屋外） 

4）塗装膜厚  表面 60μm 以上 

       内面 40μm 以上 

5）塗 装 色  承諾で決定するものとする 

  6) 予 備 品  LED ランプ類各種 ：10% 

                  補助リレ－     ：10% 

                  ヒュ－ズ      ：100% 

         予備品は、原則として各盤のトータル数をケースに収めて 

         備えることとする。 

  7）そ の 他  盤仕様については上記を標準とするが、監督員が承諾した場合は 

         この限りではない。 
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４  工事施工 

  4.1   工事施工にあたり、電気設備共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修－最新 

     版）、電気設備標準図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修－最新版）等及び、関係 

     法規に従い入念に施工する。 

 

4.2   工事に使用する工事材料は、原則としてＪＩＳ規格品とする。 

 

4.3  各盤の基礎コンクリートへの固定を行うアンカーボルトは、盤の重量算出後、耐震設

計を行い耐震性能を満足する径・長さ・本数を決定すること。 
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鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針 

 

（目的） 

第１条 鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（以下「指針」という。）は、鳥取県が発注する建設

工事（以下「県発注工事」という。）において、元請負人及び下請負人が遵守すべき事項を定めることによ

り、県発注工事の生産性向上、元請下請関係の適正化及び建設労働者の就労環境の改善を図るとともに、

担い手の育成及び確保を促進し、もって地域の安全・安心を担う建設産業の健全な発展に資することを目

的とする。 

 

（定義） 

第２条 この指針（別表２及び３を除く。）において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 元請負人  県発注工事を県から直接請け負った者をいう。 

(２) 下請注文者 県発注工事に係る全ての下請契約の注文者をいい、一の工事が数次の下請により行わ

れる場合は、元請負人及びこれに続く全ての下請契約の注文者をいう。 

(３) 下請負人  県発注工事に係る全ての下請契約の請負人をいい、一の工事が数次の下請により行わ

れる場合は、元請負人からその工事の一部を請け負った者及びこれに続く全ての下請契

約の請負人をいう。 

 

（県の責務） 

第３条 県は、第１条に定める目的の実現に向けて、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法

律第 18 号。以下「品確法」という。）をはじめとする関係法令等に基づく措置を適切に講じなければなら

ない。 

   

（下請注文者及び下請負人並びに元請負人の責務） 

第４条 下請注文者及び下請負人並びに元請負人は、品確法第８条及び建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）

第 25 条の 27 の規定等を考慮して、建設産業における生産システム合理化指針（平成３年２月５日付建設

省経構発第２号）に示された就労環境・雇用条件等の改善及び適正な施工体制の確立を図るのに必要な措

置等のほか、次の各号に掲げる事項について真摯な対応に努めなければならない。 

(１) 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認めら

れる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならないという建設業法第19条

の３の規定の趣旨に沿って、各々の対等な立場における合意に基づき、担い手育成及び確保の観点か

ら、少なくとも当該下請契約に該当する部分の県の設計に計上された直接工事費相当額及びこれに必

要な法定福利費を確保するとともに、労働安全衛生の確保に必要な費用を含む間接工事費及び企業の

経営上必要となる費用を加えた金額が確保された請負契約を締結すること。 

(２) 使用する建設労働者の賃金について、公共工事設計労務単価を考慮した適切な水準を確保すること。 

(３) 事業所として雇用保険、健康保険及び厚生年金保険（以下「社会保険等」という。）等の適切な保険

に加入し、保険料を適正に納付するだけではなく、施工現場に従事する全ての建設労働者についても

適切な保険に加入させること。 

(４) 長時間労働の縮減及び計画的な休暇取得の推進、育児又は介護のための休業制度の整備等、使用す

る建設労働者の仕事と家庭との両立が可能な環境及び制度を整えること。 

(５) 技術及び技能の向上により仕事に対する意欲及び充実感を高めるため、公的助成制度を活用する等

により研修又は訓練を実施し、若しくは表彰制度を整えること。 
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(６) 元請負人は、請け負った県発注工事における全ての下請負人に対して、本文及び第１号から前号ま

でについて指導及び助言その他の援助を行うこと。 

 

（下請次数の制限） 

第５条 元請負人は、請け負った県発注工事の一部について下請契約を締結して施工しようとするときは、

その下請の次数を、建築一式工事（鳥取県の工事発注区分における建築一般に限る。以下同じ。）にあって

は３次まで、建築一式工事以外の建設工事にあっては２次までとしなければならない。ただし、特段の理

由があり、あらかじめ当該県発注工事を監督する県の監督員（以下「監督員」という。）の承認を受けた場

合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による承認を受けようとする場合は、別表１に留意して協議書を作成し、これを監

督員に提出しなければならない。 

 

（下請負人の選定） 

第６条 下請注文者は、下請負人を選定するに当たっては、次の各号に規定する全てを満たす者の中から選

定しなければならない。 

 (１) 県発注工事の施工に関し、建設業法に違反する者ではないこと。 

(２) 鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱（平成 20 年５月１日付第 200700191955 号鳥取県県

土整備部長通知。以下「資格停止要綱」という。）に基づく入札参加制限を受けている有資格者でない

こと。 

(３)  下請注文者の直接契約締結する相手方は、社会保険等又は国民健康保険等の適切な保険に加入

している者（以下「保険加入者」という。）であること。ただし、元請負人を除く下請注文者が

やむを得ず保険加入者以外の者を直接契約する相手方に選定する場合は、元請負人は、契約に先

立って早期に適切な保険への加入手続を進めるよう指導するとともに、当該下請注文者から事情

を確認した上で「保険未加入者選定報告書」を次条第５号に定める期限内に県へ提出しなければ

ならない（この場合、社会保険等適用除外者に対する社会保険等への加入の指導又は現場からの

排除といった過誤がないよう、十分に注意すること。）。 

(４) 下請注文者（下請の数次が２次までの下請注文者に限る。）が契約締結する相手方は、県内に本店を

有する者（以下「県内業者」という。）であること。ただし、施工能力を有する県内業者が１社以下で

あると元請人が判断する場合等、特段の理由があり、元請負人があらかじめ監督員の承認を受けた場

合は、県外に本店を有する者とすることができる。 

(５) 前号ただし書の規定による場合にあっても、県内に営業所を有し、当該営業所の存する地域の経済

振興又は雇用の確保に当たって貢献している者（以下「県外貢献業者」という。）であること（前号の

承認の際に、特段の理由があり県外貢献業者に限定しないことの承認を受けた場合を除く。）。 

２ 前条第２項の規定は、前項第４号ただし書の規定による承認に準用する。 

 

（下請契約の締結に当たっての遵守事項） 

第７条 下請注文者は、下請契約（変更契約を含む。以下同じ。）の締結に当たって、次の各号の規定を遵守

しなければならない。 

(１) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっては、県が公表する鉄筋工、型枠工等専門工種の標準単価

又は労務価格を明示した工種別労務費一覧表を含む設計書（金入り）等を参照し、第４条第１号に規

定する金額が確保された請負契約の締結に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十

分に協議すること。 

(２) 下請契約の請負代金の額の決定に当たっての見積は、建設業法第 20 条第１項の規定の趣旨を尊重す
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るとともに、下請注文者は下請負人に対して法定福利費を内訳明示した標準見積書の提出を書面によ

り求め、提示された場合はこれを尊重するよう努めること。 

(３) 県発注工事に着手する前に、建設工事標準下請契約約款（平成 22 年７月 26 日中央建設業審議会決

定）又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、元請負人にあっては別表２の条項を、元

請負人以外の下請注文者にあっては別表３の条項を追加して記載した書面により下請契約を締結する

こと。 

(４) 下請注文者は、下請契約締結前に「下請契約遵守事項報告書」により、その契約手続等の適否を確

認すること。 

(５) 元請負人は、県に対して、下請契約締結の日（元請負人を除く下請注文者の行った下請契約締結を

含む。）の翌日から起算して 20 日以内に建設業法第 24 条の７に規定する施工体制台帳及び施工体系図

の写し並びに同法施行規則第 14 条の２及び同規則第 14 条の４に規定する添付書類並びに別に県が添

付を求める書類及び前項に定める「下請契約遵守事項報告書」（元請負人を除く下請注文者分は写し）

を提出すること。 

 

（帳簿書類等の備付け） 

第８条 元請負人は県発注工事ごとに前条第５号で提出した書類等を現場に備え付け、次条第１項及び第４

項、その他必要に応じて実施する県の調査等に協力しなければならない。 

 

（確認、指示等） 

第９条 県は、この指針の適正な施行を確保するため、鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領（平成 16 年

３月 11 日付管第 2313 号鳥取県県土整備部長通知）に基づく現場実態調査により、県発注工事の現場に立

入り、指針の施行状況を調査するものとする。 

２ 県は、元請負人に対してこの指針の遵守を求めるとともに、下請負人においてもこの指針の遵守が確保

されるよう、元請負人に対して、下請負人に対する指導、是正の要求その他の必要な措置を講ずるよう指

示するものとする。 

３ 下請負人は、元請負人から前項に規定する指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう

求められたときは、これに誠実に対応しなければならない。 

４ 県は、元請負人又は下請負人がこの指針に定める事項に違反し又は違反しているおそれがあり、県発注

工事の適正な施工の確保が困難となるおそれが生じた場合において、必要があると認められるときは、元

請負人又は下請負人の本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所に立入り、帳簿その他の物件の

調査を求めるものとする。 

 

附 則 

この指針は、平成 27 年４月１日以降に調達公告（調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知）を

行う建設工事から適用する。ただし、第６条第１項第３号の規定は、同年７月１日以降に調達公告（調達公

告を行わない工事にあっては、入札日の通知）を行う建設工事から適用する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この改正は、平成 27 年 11 月 20 日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 第６条第１項第３号の改正規定並びに様式第１号（第７条関係）中の№３の改正項目及び記入要領４の

改正規定は、平成 27 年 12 月 31 日までに調達公告（調達公告を行わない工事にあっては、入札日の通知）

を行う建設工事にあっては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正は、平成 29 年３月 23 日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第５条第１項及び第６条第１項第３号の改正規定（ただし書を除く。）並びに様式第２号（第７条関係）

中の№３の改正項目は、平成 29 年９月 30 日までに調達公告（調達公告を行わない工事にあっては、入札

日の通知）を行う建設工事にあっては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表１（第５条関係） 下請制限除外に係る協議書作成要領 

 

 下請制限除外について協議するに当たっては、下記に留意すること。 

 当該協議書様式は、工事に関する協議書等取扱要領（平成 11 年 10 月５日付管第 435 号鳥取

県土木部長通知）に定める受注者発議用「工事に関する承諾・協議書」を活用して差し支えな

い。この場合は、「承諾協議事項」欄に下記２の記載事項を記載すること。 

 

１ 監督員との協議者 

  監督員に対する協議者は、元請負人に限る。例えば、２次下請業者を選定するに当たって

県外業者を選定しなければならない特段の理由がある場合は、１次下請業者は元請負人に協

議し、これを受けた元請負人が監督員に協議するものとする。 

 

２ 協議書記載事項 

 （１）協議事由 

     記載例：鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針（第５条第１項・第６条第１項第４

号・第６条第１項第５号）に基づき、下請制限の除外（次数制限・県内業者優先選定・

県外貢献業者優先選定）を協議します。 

（２）協議理由 

    注意：下記３に留意して、客観的かつ具体的に協議理由を記載すること。 

 （３）下請工事の内容 

 （４）下請負人予定者 

 

３ 協議理由記載に当たっての留意事項 

該当条項 協議理由記載に当たっての留意事項 

第５条第１項 

（次数制限） 

１ 当該下請施工しようとする工事が、次数制限を超える重層下請による方

法でしか施工できない客観的かつ具体的な理由（施工能力を有する県内業

者が１社以下であると判断した理由を含む。）を記載すること。 

２ 制限次数内で並列的に下請を出す方法では施工できず、直列的な重層下

請による方法でしか施工できない等の理由を示すこと。 

＊ 次数制限の解除がやむを得ないと認められる場合の例としては、トンネ

ル工事のような大規模なもので、県内業者では技術的に施工できない内容

の専門工事を１次下請として出す必要があり、当該下請工事の内容中に当

該工事を請け負った業者が技術的に施工できず、かつ、１次下請発注時に

おいては分離し難い内容の専門工事が含まれる場合で、２次下請において

も同様の事情が生じるもの等が考えられる。 

＊ なお、次の例のように、適正に施工管理を行っていれば回避することが

できるようなものを理由とすることは認められない。 

・自社の手持ち工事量が多い。 

・契約中の下請負人の中に、当該工事について施工能力を有する者がない。 

第６条第１項第４号 

（県内業者優先） 

第６条第１項第５号 

（県外貢献業者優先） 

１ 下請施工しようとする当該工事に関して、県内業者・県外貢献業者に施

工させることができない客観的かつ具体的な理由を記載すること。 

２ 県内業者・県外貢献業者では技術的に施工できない特殊で専門的な工事

又は県内業者で施工できても工程的に間に合わない等の特段の理由を示す

こと。 
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別表２（第７条関係） 

 

【１次下請用】 
（県発注工事を県から直接請け負った元請負人が下請契約を締結する場合用） 

 

 

（鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守） 

第   条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等

適正化指針（以下「指針」という。）に規定する事項を互いに遵守しなければならない。 

 

２ 元請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥取県から是正

の指示があった場合は、速やかに是正するものとする。 

 

３ 下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、元請負人から指

導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やかに

是正等に応じるものとする。 

 

４ 元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第９条第１項及び第４項の規

定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及

び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県に協力するものとする。 

 

５ 下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約

の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表３の条項の規定を下請契約書に明記

させる等の必要な措置を講じるものとする。 

 

 

【参考：別表２における元請負人及び下請負人の契約関係図】 

 

注：点線で囲まれた元請負人と下請負人との間での下請契約においてのみ、本書条項を追加してください。 

  これ以外の下請契約においては、別表３の追加条項を追加してください。 

  

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

元請負人 下請負人

元請負人 下請負人

元請負人

発注者 元請業者 一次下請業者 二次下請業者 三次下請業者

元請負人 下請負人

追加条項上の呼称

通　　　称
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別表３（第７条関係） 

 

【２次下請以下用】 
（下請負人が元請負人として下請契約を締結する場合用） 

 

 

（鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針の遵守） 

第   条 元請負人及び下請負人は、この契約を履行するに当たり、鳥取県建設工事における下請契約等

適正化指針（以下「指針」という。）に規定する事項を互いに遵守しなければならない。 

 

２ 元請負人及び下請負人は、この契約により請け負った工事に関して、指針の規定に違反するとして、鳥

取県からこの契約の基となった県発注工事を直接請け負った元請負人（以下「直接請負人」という。）から

指導を受け、又は是正の要求その他必要な措置を講ずるよう求められた場合は、相互に協力の上、速やか

に是正等に応じるものとする。 

 

３ 元請負人及び下請負人は、この契約に係る工事に関して、鳥取県から指針第９条第１項及び第４項の規

定による立入調査を求められた場合は、本店又は営業所その他工事の施工に関係のある場所への立入り及

び帳簿その他の物件調査について、積極的に鳥取県及び直接請負人に協力するものとする。 

 

４ 下請負人は、この契約を履行するに当たり、さらに下請契約を締結する場合においては、当該下請契約

の請負人に対しても指針に規定する事項を遵守させるため、指針別表３の条項の規定を下請契約書に明記

させる等の必要な措置を講じるものとする。 

 

 

【参考：別表３における元請負人及び下請負人の契約関係図】 

 

注：上記表の通称欄の一次下請業者と二次下請業者間の下請契約（この場合、追加条項上の呼称欄では、一

次下請業者が元請負人に、二次下請業者が下請負人になる。）、又は二次下請業者と三次下請業者間の下請

契約など、元請業者と一次下請業者間の下請契約以外の下請契約において、本書条項を追加してください。 

  なお、追加条項上の直接請負人とは、通称欄の元請業者に該当します。 

  

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒元請負人 下請負人

元請負人

元請業者

直接請負人

通　　　称

追加条項上の呼称

発注者 一次下請業者 二次下請業者 三次下請業者

下請負人

元請負人 下請負人
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様式第 1号（第６条関係） 

報告書提出年月日 平成  年  月  日 

報告書作成年月日 平成  年  月  日 

 

 

保 険 未 加 入 者 選 定 報 告 書 

   

（報告書作成者：県と直接契約関係にある元請負人）     

       商号又は名称 

代表者氏名                     印 

 

保険未加入者の商号又は名称： 

 

１ 保険未加入者を選定した具

体的な理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 当該保険未加入者に対する

保険加入指導状況 

 

 

 

 

 

 

 

・保険加入指導を行った日（  年  月  日） 

・保険未加入者に行った加入指導の内容 

 

 

 

 

 

・保険未加入者の保険加入手続完了時期（見込み） 

 （  年  月  日） 

３ 当該保険未加入業者が加入

指導後も保険加入できない場

合の理由 

 

 

 

具体の理由を詳細に記載すること 
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様式第２号（第７条関係） 

報告書提出年月日 平成  年  月  日 

報告書作成年月日 平成  年  月  日 

 

 

下 請 契 約 遵 守 事 項 報 告 書 

   

（報告書作成者：当該下請工事における下請注文者）     

       商号又は名称 

代表者氏名                     印 

 

下請負人の商号又は名称： 

№ 項  目 はい いいえ 
「いいえ」 

の理由 

１ 
下請契約の締結に当たり、指針第４条第１号に規定する金額が

確保されるよう努めた。 
  － 

２  指針第５条第１項（次数制限）に違反する下請契約ではない。   － 

３ 
指針第６条第１項第３号（保険未加入者との下請契約締結制

限）に違反する下請契約ではない。 
   

４ 
指針第６条第１項第４号（県内業者優先）及び第５号（貢献県

外業者優先）に違反する下請契約ではない。 
  － 

５ 

指針第７条第１号の規定に基づき、県が公表する鉄筋工、型枠

工等専門工種の標準単価又は労務価格を明示した工種別労務費

一覧表を含む設計書（金入り）等を参照し、適正な価格での契約

に向けて、契約の相手方としようとする者と対等な立場で十分に

協議した。 

  － 

６ 

指針第７条第２号の規定に基づき、下請予定者に対して、法定

福利費の内訳を明示した標準見積書の提出を書面により依頼し、

標準見積書が提示された場合はこれを尊重した。 

   

７ 

指針第７条第３号の規定に基づき、建設工事標準下請契約約款

又は同契約約款に準拠した内容を有する下請契約書に、指針別表

２又は３に掲げる条項を追加して記載することとしている。 

  － 
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〔記入要領〕 

１ 下請注文者は、当該県発注工事に係る全ての下請契約締結前に、その手続等の適否について、上記項

目により確認すること。 

２ 確認項目中、「いいえ」の項目があった場合は、契約の締結前に改善すること。 

３ 確認項目№２及び４について、元請負人が監督員から特段の理由がある場合の承認を受けている場合

は「はい」とすること。 

４ 確認項目№３及び６について、「いいえ」となることが認められるためには、№３においては２次以

下の下請契約をやむを得ず保険加入者以外の者と締結する場合、№６においては標準見積書の作成を

依頼しているにも関わらず下請負人が作成しない場合など、合理的な理由が必要である。 

５ 元請負人が下請契約を締結したときは、下請契約締結の日の翌日から起算して２０日以内に施工体制

台帳等の写し及びこれの添付書類とともに本書を県に提出すること。 

  また、元請負人以外の下請注文者が下請負契約を締結したときは、元請負人に対して遅滞なく再下請

負通知書及びこれの添付書類とともに本書を提出し、それを受けた元請負人は、その写し等を当該下

請契約締結の日の翌日から起算して２０日以内に県に提出すること。 

６ １から５の要領は、変更契約時も同様とする。 









法令等による規制状況調書

工事名 工事場所

法令等 関係条文(必要手続き等)
手続の
要否

申請先 申請等年月日 許可等年月日 許可等期間
許可書等
写し添付

備考

道路法
□24条(道路管理者以外の者の行う工事の承
認申請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

□32条(道路の占用の許可申請) 要・否
屋内工事のため
手続き不要

□95条の2(公安委員会との調整) 要・否
屋内工事のため
手続き不要

河川法
□20条(河川管理者以外の者の行う工事の承
認申請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

□24条(河川の占用の許可申請) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□26条(工作物の新築等の許可申請) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□27条(土地の掘削等の許可申請) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

鳥取県砂防指定地
等管理条例

□4条1項(砂防指定地内における行為、占用
の協議)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

地すべり等防止法
□18条(地すべり防止区域における行為の許
可申請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

急傾斜地の崩壊に
よる災害防止に関す
る法律

□7条4項(急傾斜地崩壊危険区域内における
行為の協議)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

農地法 □4条1項(転用の許可申請) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□5条1項(一時転用の事前協議・報告)
R5.2.24付第202200246188号「公共事業の施
工に伴う附帯施設の設置の際の農地の一時
転用の取扱いについて」(技術企画課長通知)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

森林法 □10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出等) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□27条(保安林の指定解除申請) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□34条(保安林における立木伐採の許可申請) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□伐採範囲事前協議
https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/332527
/chirashi_kouji.pdf

要・否
屋内工事のため手
続き不要

鳥取県漁業調整規
則

□48条(漁場内の岩礁破砕等の許可) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

文化財保護法 □94条(埋蔵文化財包蔵地の発掘の通知) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□125条1項(史跡名勝天然記念物の現状変
更等の許可申請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

自然公園法
□20条3項(特別地域における行為の許可申
請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

□21条3項(特別保護地区における行為の許
可申請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

□33条1項(普通地域における行為の届出) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

鳥取県立自然公園
条例

□16条1項(特別地域における行為の協議) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□16条2項(普通地域における行為の通知) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

自然環境保全法
□25条4項(特別地区における行為の許可申
請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

□27条3項(海域特別地区における行為の許
可申請)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

□28条1項(普通地区における行為の届出) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

鳥取県自然環境保
全条例

□20条1項(特別地区における行為の協議) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

□20条2項(普通地区における行為の通知) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

採石法 □42条の2(国等に対する適用) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

砂利採取法 □43条(国等に対する適用) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

土壌汚染対策法
□4条1項(土壌汚染のおそれがある土地の形
質変更の届出)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

　□　届出不要 ①掘削面積
m2

②盛土面積
m2

合計
（①＋②） m2

※掘削、盛土面積は、事業箇所全体における面積を記入すること。（工事毎の面積ではない）

※掘削及び盛土部分の合計の面積が3,000m2以上となる場合は届出が必要。ただし、盛土のみの場合は届出不要。

景観法
□16条5項(景観計画区域内における行為着
手前の通知)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

都市計画法 □34条の2(開発行為の協議) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

水路業務法
□6条(海上保安庁以外の者が実施する水路
測量)

要・否
屋内工事のため手
続き不要

□19条1項(水路関係事項の通報) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

漁業対策協議会規
約

□(事業調整会議等での協議) 要・否
屋内工事のため手
続き不要

その他 帰属確認 要・否

注)　1　許可(承認)書の写しを添付すること。
　　　2　手続の要否について確認した方法を備考欄に記載すること。　例）管内図で確認、所管課に事前協議、対象規模要件外　など

福部砂丘地区加圧ポンプ場設備更新工事 鳥取市福部町海士ほか



 工事名：福部砂丘地区加圧ポンプ場設備更新工事
当初

1 工事位置図
1

2 加圧ポンプ場 計画平面図
1

3 加圧ポンプ場 計画横断図
1

4 加圧ポンプ詳細図（1）
1

5 加圧ポンプ詳細図（2）
1

6 補給水管配管計画図（1）
1

7 補給水管配管計画図（2）
1

8 加圧ポンプ場ポンプ設備 撤去計画図
1

9 加圧ポンプ場電気設備 単線結線図
1

10 加圧ポンプ場電気設備 盤外形図
1

11 加圧ポンプ場電気設備 配線系統図
1

12 加圧ポンプ場電気設備 電気設備図
1

13 加圧ポンプ場電気設備 引込柱姿図
1

14 加圧ポンプ場電気設備 管路掘削断面図
1

15 加圧ポンプ場電気設備 ハンドホール設置断面図
1

16 加圧ポンプ場電気設備 平面図
1

17 加圧ポンプ場電気設備 断面図
1

18 水管理設備 揚水機場電気設備図
1

18計

図　面　目　録

番号 部数 備　考



Civil Works

500m 0 500 1000 1500

１：２５，０００

国土地理院

工事位置（加圧機場）

工 事 位 置 図

図面番号 図面の名称

1 工事位置図

工事位置（揚水機場）



加圧ポンプ場計画平面図

図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

図示

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

加圧ポンプ場計画平面図

S=1:100

図面番号 2

鳥取市福部町海士ほか

令和６～７年度施行

SB.2- 1

S B . 2 - 2

1

2

3

4

5

6

7
8 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 61 7

1 8

1 9

2 0 2 1

2 2

2 3
2 4

2 5

2 6
2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2 3 3

3 4
3 5

3 6 3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

5 2

5 3

5 4

5 5

5 65 7

5 8

5 9

6 0

S B . 2 - 3

6 1

6 2

6 3

6 4

6 5

6 6

6 7

6 8

7 0

7 1

7 2

7 6

7 7

7 8

7 9

8 0

8 1

8 2

8 3

8 4

8 6

8 7

8 8

8 9

9 0

9 1

9 2

9 3

9 4

9 5

9 6

9 7

9 8

9 9

1 0 0

1 0 1

1 0 2

1 0 3

1 0 4

1 0 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

1 1 0
1 1 1

1 1 2

1 1 3

1 1 4

1 1 5

1 1 61 1 7

1 1 8

1 1 9

1 2 0

1 2 1 1 2 2

1 2 3

1 2 4

1 2 5

1 2 6

1 2 7

1 2 8

1 2 9

1 3 0

1 3 1

1 3 2

1 3 3

1 3 4

1 3 5

1 3 6

S B . 2 - 4

1 3 7

1 3 8

1 3 9

1 4 0

1 4 1
1 4 2

1 4 3

1 4 41 4 5

1 4 6

1 4 7

1 4 8

1 4 9

1 5 0

1 5 1

1 5 2

1 5 3

1 5 4

1 5 5

1 5 6

1 5 7
1 5 8

1 5 9

1 6 0

1 6 1

1 6 2

1 6 3

1 6 4

1 6 5

1 6 6

1 6 7

1 6 8

1 6 9

1 7 0

1 7 1

1 7 21 7 3

1 7 4

1 7 5

1 7 6

1 7 7

1 7 8

1 7 9

1 8 0

1 8 1

1 8 2

1 8 3

1 8 4

1 8 5

1 8 6

1 8 7

1 8 8

1 8 9

1 9 0

1 9 1

1 9 3

1 9 4

1 9 5

1 9 6

1 9 7

1 9 8

1 9 9

2 0 0

2 0 1

2 0 2

2 0 3

2 0 4

2 0 5

2 0 6

2 0 7

2 0 8

2 0 9

2 1 0

2 1 1

2 1 2

2 1 3

2 1 4

2 1 5

2 1 6

2 1 7

2 1 8

2 1 9

2 2 0

2 2 1

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

2 2 6

2 2 7

2 2 8

2 2 9

2 3 0

2 3 1

2 3 2

2 3 3

2 3 4

2 3 5

2 3 6

2 3 7

2 3 8

2 3 9

2 4 0

2 4 1

2 4 2

2 4 3

2 4 4

2 4 6

2 4 7

2 4 8

2 4 9

2 5 0

2 5 1

2 5 2

2 5 3

2 5 4

2 5 5

2 5 6

2 5 7

2 5 8

2 5 9

2 6 0
2 6 1

2 6 2

2 6 3

2 6 4

2 6 5

2 6 6

2 6 9

2 7 0

2 7 1

2 7 2

2 7 3

2 7 4

2 7 5

2 7 6

2 7 7

2 7 8

2 7 9

2 8 2

2 8 3

2 8 4

2 8 6

2 8 7

2 8 8

2 8 9 2 9 0

2 9 1
2 9 2 2 9 3

2 9 4 2 9 5
2 9 6 2 9 7

2 9 8

2 9 9

3 0 0

3 0 1

3 0 2

3 0 3

3 0 4

3 0 5

3 0 6

3 0 7

3 0 8

3 0 9

3 1 0

3 1 1

T P W

3 1 2
3 1 3

3 1 4

3 1 5
3 1 63 1 7

3 1 8

3 1 9

3 2 0

3 2 1

3 2 23 2 3
3 2 43 2 5

3 2 6
3 2 7

3 2 8

3 2 9

3 3 0
3 3 1

3 3 2
3 3 3

3 3 4

3 3 5

3 3 6

3 3 7

3 3 8

3 3 9

3 4 0

3 4 1

3 4 2

3 4 3

3 4 4

3 4 5

3 4 6

3 4 7

3 4 8

3 4 9

3 5 0

3 5 1

3 5 2

7 1 .8 1

7 0 .9 1

7 1 .6 8

7 1 .7 8

7 1 .8 0

7 1 .7 9

7 1 .7 8

7 1 .7 9

7 1 .7 9

7 1 .8 4 7 1 .8 8

7 1 .2 3

7 1 .7 3

7 1 .7 2

7 1 .7 2

7 1 .6 5

7 6 .5 8

7 6 .6 47 6 .5 5

7 6 .4 9

7 6 .5 5

7 6 .5 6 7 6 .5 8

7 6 .6 1

7 6 .6 2

7 6 .6 4

7 6 .5 8

7 1 .2 0

7 1 .1 4

7 1 .1 3

7 1 .0 2

7 0 .1 7

6 9 .8 9

7 0 .9 8
7 0 .9 2

7 0 .8 6

7 0 .9 1

7 0 .9 4
7 0 .8 9

7 0 .6 9

7 1 .0 0

7 1 .0 0

7 1 .0 8

7 1 .0 9

7 1 .1 6

7 1 .1 7

7 1 .1 6

7 1 .1 1

7 1 .0 5

7 0 .5 1

7 0 .3 7

7 0 .5 2

7 0 .7 8

7 1 .1 0

7 1 .0 8
7 1 .0 2

7 0 .9 1

7 0 .8 8

7 1 .1 7

7 0 .5 9

7 1 .1 3

7 1 .0 3

7 1 .1 6

7 0 .4 9

6 9 .7 7

6 8 .5 2

6 6 .7 7

6 5 .1 8

6 1 .3 6

6 1 .9 5

6 1 .9 4

7 1 .4 3

7 1 .6 7

7 2 .4 3

7 0 .0 9

6 9 .2 6

6 9 .6 9

6 8 .3 6

6 9 .0 4

6 8 .1 9

6 4 .5 1

6 4 .2 5

6 4 .3 9

6 5 .7 4

6 7 .9 5

6 8 .2 8

6 6 .9 8

6 8 .9 1

7 0 .1 6

7 0 .9 1

7 0 .4 5

6 8 .6 3

6 8 .4 4

6 8 .1 3

6 8 .1 1

6 7 .7 7

6 7 .1 9

6 7 .6 8

6 7 .6 1

6 6 .6 4

6 7 .4 6

6 8 .0 7

6 7 .8 3

6 8 .3 6

6 9 .4 8

7 0 .6 4

7 0 .8 3

7 0 .3 0

7 0 .7 1

7 0 .8 7

7 0 .7 57 0 .5 1

7 0 .0 8

6 9 .6 1

6 9 .2 3

6 9 .7 4
7 0 .2 6

6 9 .0 1

6 9 .0 6

6 9 .0 5

6 9 .0 0

6 8 .1 3

6 6 .3 9

6 7 .1 0

6 6 .8 3

6 6 .6 0

6 6 .3 9

6 6 .5 8

6 5 .7 7

6 6 .6 8

6 5 .5 7

7 1 .3 7

7 1 .3 1

7 1 .6 3
7 1 .4 4

7 1 .6 5

7 1 .5 9
7 1 .5 0

7 1 .4 6

7 1 .4 6
7 1 .4 0

7 1 .3 8

7 1 .5 4

7 1 .4 1

7 1 .3 2

7 1 .5 2

7 0 .7 8

7 0 .6 7

6 9 .9 8

7 0 .7 3

7 0 .7 3

7 0 .7 2

7 0 .7 1
7 0 .7 0

7 0 .7 1

7 0 .7 1

7 0 .9 0

7 1 .0 1

7 1 .6 5

7 0 .9 5

7 0 .8 3

7 0 .2 1

7 0 .3 1

7 0 .3 8

6 9 .8 4

7 0 .3 3

7 0 .0 6

7 0 .7 47 0 .1 4

6 9 .4 7

6 8 .4 6

6 5 .9 5

6 5 .4 7

6 5 .2 0

6 5 .5 8

6 6 .3 8

6 8 .0 3

6 6 .1 6

6 7 .4 1

6 8 .0 1

6 7 .4 7

6 8 .2 0

6 8 .2 9

6 8 .1 8

6 8 .8 0

6 8 .5 0

6 8 .9 7

7 1 .0 0

7 1 .2 0

7 0 .9 4

7 1 .2 4

7 0 .8 7

7 0 .5 6

7 0 .8 1

7 0 .4 0

7 0 .1 6

7 0 .2 5

7 0 .2 5

6 9 .7 7

7 0 .1 1

6 9 .8 6

6 9 .1 4

6 8 .9 7

6 7 .4 5

6 9 .3 4

6 8 .7 5

6 8 .2 3

6 6 .2 6

6 6 .4 6

6 6 .4 1

6 6 .4 0

6 8 .4 0

6 8 .4 2

6 8 .4 6

6 8 .8 6

6 9 .5 0

7 0 .2 3

6 9 .4 5

6 9 .0 4

6 9 .3 9

6 9 .2 1

6 8 .9 7

6 9 .7 8

7 1 .9 0

7 1 .1 6

7 0 .7 1

7 0 .8 8

7 0 .9 8

7 1 .1 7

7 0 .7 8

7 0 .6 9

7 0 .4 7

7 0 .2 5

7 0 .1 9

6 9 .9 6

6 9 .6 4

6 9 .9 8

7 0 .4 3

6 9 .8 8

6 8 .9 9

6 9 .1 9

6 9 .0 0

7 0 .2 2

7 0 .3 0

7 0 .7 1

7 0 .8 8

7 0 .8 9

7 1 .1 9

7 1 .1 8

7 1 .0 9

7 2 .4 3

7 2 .3 2

7 1 .4 3

7 1 .6 2

7 1 .4 7

7 0 .9 3

7 1 .1 6

7 1 .8 3

7 1 .2 5

7 0 .4 2

7 0 .0 3

6 9 .7 9

7 0 .1 4

6 9 .7 7

6 9 .7 7

6 9 .5 9

6 8 .9 0

6 9 .2 2

6 9 .3 7

6 9 .0 6

6 8 .5 8

6 7 .8 3

6 8 .6 4

6 7 .8 2

6 6 .4 9

6 7 .6 3

6 7 .6 4

7 0 .8 0 7 0 .8 3

7 1 .0 2

7 1 .0 4 7 1 .0 8

7 1 .1 1
7 1 .2 7

7 1 .1 9 7 1 .1 0

7 0 .5 9

7 0 .0 7

7 0 .1 6

7 0 .9 5

7 0 .9 4

7 0 .8 9

7 0 .9 2

7 1 .0 5

7 2 .3 8

7 2 .4 9

7 1 .9 2

7 1 .5 8

7 0 .2 0

7 2 .2 0

7 1 .0 4

7 0 .9 1

7 0 .8 9

7 1 .0 2

7 1 .3 3

7 1 .3 77 1 .5 8

7 1 .5 7

7 1 .7 6

7 1 .5 3

7 1 .0 3

7 0 .5 4
7 0 .1 7

7 0 .1 0
6 9 .6 7

6 9 .6 2
6 9 .4 2

6 8 .7 0

6 8 .3 8

6 7 .8 1

6 7 .8 3

6 7 .8 4
6 7 .8 7

6 7 .0 6

6 8 .7 1

6 9 .6 7

7 0 .3 3

7 0 .3 9

7 0 .9 7

7 0 .8 0

7 0 .1 3

6 9 .5 4

6 8 .7 4

6 9 .4 5

7 0 .6 9

7 0 .7 5

7 0 .3 2

7 0 .1 7

6 9 .6 7

6 9 .2 7

6 8 .9 6

6 7 .9 7

C o

E柱

7
0

66.49

70.90

VPφ100

VPφ100

VPφ100

VPφ150

VPφ150

VPφ150

鉄管φ50

仕切弁

71.35

71.35

71.39

71.20

71.46

71.48

71.53

71.84

70.25

(70.96)

仕切弁

70.61
(71.02)

70.53
(70.90)

仕切弁

鉄管φ300

69.04

空気弁

仕切弁

70.16

Con
71.65

Con

配水槽

76.55

ハシゴ

Co

制御盤

71.02

電気M
70.91

71.16

Con

E：イワミカン177-24

72.43

69.06

70

69.77

70.37

70.47

71.17
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As

70.81

70

68.40

70.43

70.25

69.34

67.45

66.60

68.13

68.07

66.64

68.13

68.11

65.74

64.39
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フトンカゴ

フトンカゴ

VPφ100

VPφ125

VPφ250

71.46

E柱

71.65

71.65Con

71.53

バルブ

70.38

67.41

65.47

鉄管φ350

鉄管φ300

A断面

SB.2-1

SB.2-2

SB.2-3

SB.2-4

71 . 8 1

7 0 . 9 1

7 1 . 3 7

KBM.11-2

H=71.898

A’断面

B
’
断

面

(ふくべふれあい向)

流
出

流出

簡易水道施設

空気弁
仕切弁

空気弁

流
入

B
断

面

北 緯 35° 33′ 15.8340 ″ 　東 経 134° 16′ 16 .3 162″

BP.1

北 緯 35° 33′ 15.3475 ″ 　東 経 134° 16′ 16 .5 401″

BP.2

889-745

889-746

889-948

889-547

889-949

889-946

889-745

889-746

889-948

889-547

889-949

889-946

48㎡

保安林

濱本幸信　持分2分の1

濱本秀和　持分2分の1

保安林

6335㎡

濱本幸信　持分2分の1

濱本秀和　持分2分の1

公衆用道路

999㎡

濱本幸信　持分2分の1

濱本秀和　持分2分の1

保安林

49124㎡

濱本幸信　持分2分の1

濱本秀和　持分2分の1

水道用地

552㎡

福部土地改良区
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M
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1
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8
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2
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0

1
,6

5
0

1
,6

5
0

2
,0

3
5

3号ポンプ

2号ポンプ

1号ポンプ

引込受電盤
加圧ポンプ盤

変圧器盤

浸透桝設置

ハンドホール

仕切弁まで更新

建屋撤去・新築

配水槽補修

600×600×900H

既設管に接続
※想定位置

ケーブルピット



図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

図示

鳥取県東部農林事務所

加圧ポンプ場計画横断図

福部砂丘地区

S=1:100

加圧ポンプ場計画横断図

3図面番号

鳥取市福部町海士ほか

令和６～７年度施行

As As

Ｂ
Ｐ
．
２

フトンカゴ

Ｂ
Ｐ
．
１

Ｅ
柱
支
線

DL=65.000

DL=65.000

GH=70.950
FH=

A'断面

GH=70.950
FH=

B'断面
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+71.

00m
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m

7.00
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.00 
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7/31
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11

4

6.70

2/31

3/35

4/34

4/31

40 50

1.00

0.00 100 20

9/32

15

16

9

8

4/34

3/35

17

8

5/33

4/33

2

5

4030 50

BP.1 BP.2

Us-2（新砂丘-2）

Us-1（新砂丘-1）

Ums(最上部砂層)

Us-1（新砂丘-1）

Ums(最上部砂層)

Us-2（新砂丘-2）

2号ポンプ
1号ポンプ 3号ポンプ

電気室

※1号ポンプ配管を図示

6,165

6,170 4,995

11,165

▽FL(71.05(KBM-0.848))

△設計GL(70.80(KBM-1.098))

△水下梁天端

▽水上梁天端(最高の軒高)

△設計GL(70.80(KBM-1.098))

▽FL(71.05(KBM-0.848))

△水下梁天端

▽水上梁天端(最高の軒高)

A A A

M

A

▽69.27(※推定高さ)

▽69.90(※推定高さ)

　推定によるもの
※送水側の接続位置及び高さは

As As

Ｂ
Ｐ
．
２

フトンカゴ

Ｂ
Ｐ
．
１

Ｅ
柱
支
線

GH=70.950
FH=

DL=65.000

A断面

GH=70.950
FH=

DL=65.000

B断面



図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

図示

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

平 面 図

A-A断面図

S=1:30

S=1:30

※1号ポンプ配管を図示

品　　名記号 仕　　　様 数量

機器及び主配管材料一覧表

手動仕切弁１ ６個

電動仕切弁２ ３個

３ 逆止弁 ３個

４ 空気弁

５ 直管

３個

３個１２５Ａ－１８６０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

3号ポンプ

2号ポンプ

1号ポンプ

1,950

6
93

1
,7

8
7

1
,3

6
5

1
,1

1
5

741

768

768

▽71.59 既設一次側配管高

▽71.45 二次側配管高

400

400

2,476

7
80

1
,6

5
0

1
,6

5
0

2
,0

3
5

Ａ

305 301

▽69.90(送水側管深高)

1
,4

5
2

1
,6

5
0

1
,6

5
0

1
,3

6
3

直管 １２５Ａ－１３２０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

直管

３個

３個

７

８

直管

直管 １個１２５Ａ－１２５Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ－３５１Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ－３７８Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

２個

２個

１個

11

12

13

14

直管16

１２５Ａ－６００Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

直管 ３個６

３個１２５Ａ－３３０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ直管（片側ルーズフランジ）

直管 ３個９

10

１２５Ａ－４２０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

15 直管 ３個

直管 ３個17 １５０Ａ－２９０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

18

１

１

１

１

１

１

２

２

２

３

３

３

４

４

４

５

５

５

７

７

７

８

８

８

16

21

21

21

22

22

22

23

23

23

９

９

９

17

17

17

18

24

24

25

25

26

26

27

28

28

27

１

１

４

５

７ ８

12

1419

19 19

20

21

22
23

９
17

６

15

１２５Ａ－１８１０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１５０Ａ－１０３０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

18

18

1,645

18

１２５Ａ　ハンマーレス　逆止弁　ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ 外ネジ式　ＪＩＳ１０Ｋ

既設管へ接続

既設管へ接続
既設管へ接続

既設管へ接続

既設管へ接続

既設管へ接続

63

86

１２５Ａ 外ネジ式　ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ－１６５Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１５０Ａ－７００Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ １個

30

30

30

Ｂ

Ｂ

急速空気弁　２５Ａ ＪＩＳ１０Ｋ

Ｒ１ １/４ねじボス付フランジ直管

Ｒ１ １/４ねじボス付フランジ直管

29

９０°曲管

９０°曲管 １２５Ａ－１９５Ｌ×１９５Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

片落管（同芯）

３個

３個

３個

３個

伸縮可とう管

伸縮可とう管

１２５Ａ ＪＩＳ１０Ｋ

１５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ

12個

１２５Ａ ＪＩＳ１０Ｋ×１５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ－１５０Ｌ

19

20

21

22

23

24

25

直管

直管

３００Ａ－１１３０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ ２個

１個

26

27

28

T字管 ２個

１個

手動仕切弁 １個

３００Ａ－３１３Ｌ×８３３Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１個29 フランジ蓋 ３００Ａ　ＪＩＳ１０Ｋ

分岐付き９０°曲管

１５０Ａ－２３５Ｌ×２３５Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

30 ２個１５０Ａ－７００Ｌ ＪＩＳ１０ＫＲ２ねじボス付フランジ直管

３００Ａ－７７８Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ×ＪＩＳ７．５Ｋ

３００Ａ－５２０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ×１２５Ａ－２６５Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

３００Ａ 外ネジ式　ＪＩＳ７．５Ｋ

18

18

１個

１個

１個片フランジ９０°曲管（３号ポンプ）

片フランジ９０°曲管（２号ポンプ）

片フランジ９０°曲管（１号ポンプ）
-1

-2

-3-1

-2

-3

１５０Ａ－２３５Ｌ×４４９Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１５０Ａ－２３５Ｌ×３５３Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１５０Ａ－２３５Ｌ×４４９Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

31

32

１２５×２２ｋｗ １台

１２５×１５ｋｗ ２台

横軸片吸込渦巻ポンプ・電動機　撤去・再設置

横軸片吸込渦巻ポンプ・電動機　撤去・再設置

10

２３19

32

32

31

※送水側接続部の片フランジ管延長は過去の図面等による推定延長で計上。

フランジ継手 φ１２５

フランジ継手 φ１５０

フランジ継手 φ３００ ８組

18組

57組

　であるため、施工にあたっては試掘により埋設位置を確認し、既設利用する範囲を決定すること。
※送水側は既設管ジョイント部にて接続する計画としているが、接続位置は過年度配管布設替え時の図面をもとに推定したもの

※フランジ間におけるパッキンの厚みは考慮していない。

巻き立てコンクリート打設

巻き立てコンクリート打設

巻き立てコンクリート打設

巻き立てコンクリート打設

▽FL(71.05(KBM-0.848))

△設計GL(70.80(KBM-1.098))

配管サポート 配管サポート

　決定を行うこと( 15 の管材)。既存図面より、既設建屋シンダーCo高さ(推定)-1.3mで想定(▽71.20-1.30=▽69.90)

Ａ

※配管の材質は鋼管（SGP）とする。配管の塗装は、外面はポリウレタン被覆2.0mm以上（JIS G 344-3)、内面はエポキシ樹脂塗装0.5mm以上（JIS G 344-4)とする。

▽69.27(吸水側管深高)

ダクタイルフランジ管
(既存資料より想定)

※吸水側の既設管接続高さは、現況仕切弁天端高さ及び標準寸法をもとに推定したものであるため、製作にあたっては試掘を
　行って高さを確認し寸法決定を行うこと（ 6 , 25 の管材)。

※送水側の既設管接続高さは、既存図面等をもとにした推定高さであるため、製作にあたっては試掘を行って高さを確認し寸法

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 4

加圧ポンプ詳細図（1）

令和６～７年度施行

加圧ポンプ詳細図(1/2)

M

M

M

A

A

A

A

M



△水下梁天端

▽水上梁天端(最高の軒高)

▽FL(71.05(KBM-0.848))

△設計GL(70.80(KBM-1.098))

図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

図示

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

加圧ポンプ詳細図(2/2)

加圧ポンプ詳細図（2）

鳥取市福部町海士ほか

5図面番号

令和６～７年度施行

B-B断面図
S=1:30

▽71.45 二次側配管高

▽71.59 一次側配管高

3号ポンプ 1号ポンプ2号ポンプ

４ ４ ４

10 10 10

12

13 13 14

19 19 19 19 19 19

692 1,650 1,650 2,035

11 11

巻き立てコンクリート打設

▽FL

ポンプ曲管部詳細図

2･3号ポンプ1号ポンプ

S=1:30

▽FL

3
30

3
30

768

378
▽吐出口高さ

5
50

1
25

最
小

加
工

寸
法

3
30

3
30

741

351

1
,0

7
0

1
,0

7
0

▽吐出口高さ

4
75

1
65

▽ポンプ架台天端高 ▽ポンプ架台天端高

AA A

A A

L=100

コンクリート打設
20050 50

5
00

5
0

4
00

5
0

平面図 断面図

300

5
0

1
50

300

差筋アンカー　D13

巻き立てコンクリート詳細図
S=1:20

地下浸透

120 300

2
00

1
00

8
0

2
20

1箇所当り浸透桝材料表

名称

溜　桝

コンクリート蓋

基礎砕石

規格

360

溜桝用360

RC-40 t=10cm

単位

個

個

ｍ2

数量

1.0

1.0

0.281

コンクリート蓋

溜枡 360

排水管

VPφ50,L=0.9m

品　　名記号 仕　　　様 数量

１個

排水ピット配管材料一覧表

排水目皿50φ

VPエルボφ50

１箇所浸透桝 溜枡 360

１個

0.9ｍ

φ50VP用

VP管φ50

M

M

2
00

コンクリート打設

差筋アンカー　D13

L=100

排水目皿50φ

VPエルボφ50
基礎砕石 RC-40

吸込側 N=3箇所 吐出側 N=3箇所

配管サポート

S=1:15

2
00

290

FB-50×6t

(SUS304)

Uボルト125A(SUS)

4
20

290
取付穴

φ14-4個

FB-50×6t

200

4
20

2
00

290

FB-50×6t

(SUS304)

Uボルト125A(SUS)

FB-50×6t

2
80

290
取付穴

φ14-4個

200

2
80

排水ピット詳細図
S=1:20



▽FL(71.05(KBM-0.848))

△設計GL(70.80(KBM-1.098))

図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

図示

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

補給水管配管計画図(1/2)

補給水管配管計画図（1）

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 6

令和６～７年度施行

平 面 図

A-A断面図

S=1:30

S=1:30

※1号ポンプ配管を図示

M

M

M

A

A

A

M

A

▽71.59 既設一次側配管高

▽71.45 二次側配管高

2,476
400

▽69.27(吸水側管深高)

Ａ
Ａ

305 301

▽69.90(送水側管深高)既設管へ接続

既設管へ接続
既設管へ接続

既設管へ接続

既設管へ接続

既設管へ接続

63

86

3号ポンプ

2号ポンプ

1号ポンプ

Ｂ

Ｂ

500

3
00

1
00

品　　名記号 仕　　　様 数量

機器及び主配管材料一覧表

手動仕切弁１

２

３

４

５

７

８

６

９

５０Ａ 外ネジ式　ＪＩＳ１０Ｋ ２個

１

１

２ ２

メカ形フランジ付ソケット ５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ

３
３

３ ３

３

３

メカ形曲管　５０Ａ×９０° ５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ ６個

メカ形曲管　５０Ａ×４５° ５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ １個

５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ ２個

４

５

５

６

メカ形曲管　５０Ａ×２２ １／２°

メカ形Ｔ字管　５０Ａ×５０Ａ ５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ １個

２２ ８

７

７

メカ形ソケット（おねじ付） ５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ ２個

伸縮可とう管 ５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ １個

８ ２２

直管 ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ

メカ形ドレッサージョイント ５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ １個

3
00

１

２ ２

３
５

既設管接続部～１号ポンプ系統延長　14.94ｍ

２号ポンプ系統延長　　　　　 　　　　5.82ｍ

９

９

既設管接続部～１号ポンプ系統延長　　14.59ｍ　（伸縮可とう管0.35ｍ控除）

合計　14.94 ＋ 5.82　＝ 20.41ｍ 20.41ｍ

６個

※吸水側の既設管接続位置(切断箇所)は推定によるものであるため、施工にあたっては
　試掘により現況の埋設位置を確認した上で寸法決定を行うこと。

２号ポンプ系統延長　5.82ｍ

２２

３

1箇所

３

３

既設管切断



△水下梁天端

▽水上梁天端(最高の軒高)

▽FL(71.05(KBM-0.848))

△設計GL(70.80(KBM-1.098))

図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

図示

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

補給水管配管計画図(2/2)

補給水管配管計画図（2）

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 7

令和６～７年度施行

B-B断面図
S=1:30

AAA

▽71.45 二次側配管高

▽71.59 一次側配管高

3号ポンプ 1号ポンプ2号ポンプ

692 1,650 1,650 2,035

509

３

３ ３

３
４

７ ７

６ 鋼管φ300

3
20

1
,4

8
0

砂基礎(流用土)

流用土埋戻

900

1,220

流用土埋戻

500

670

1
70

8
20

1：
0.5

1：
0.
5

1：
0.
5

1：
0.5

1
,1

1
0

NHVO-35-300B

NHVO-35-60SS(A-B)

　　　　延長ロッドφ38(SUS304)

NHVO-35-150A

NHVO-35-100B

NHVO-35-300B

S=1：20

CR底板

ソフトシール仕切弁φ300

振止めφ240

U45 0用蓋

※保護工はJWWA K 148に準ずるものとする。
　図は参考図である。

制水弁構造図
S=1：20

廻り配管埋設標準断面図

砂基礎(流用土)

鋼管φ150

CCVOS-32G-15L(HMS)



図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

図示

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

加圧ポンプ場ポンプ設備撤去計画図

加圧ポンプ場ポンプ設備撤去計画図

S=1:30

平 面 図

A-A断面図 ポンプ曲管部

1号ポンプ 2･3号ポンプ

品　　名記号 仕　　　様 数量

既設撤去機器一覧表

Ａ

735

735

693

1
,8

7
5

1
,6

5
0

1
,6

5
0

9
00

1
,6

0
0

1
,6

5
0

1
,6

5
0

1
,1

7
5

Ａ

1,0001,603

手動仕切弁１ ６個

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

電動仕切弁２ ３個

３ 逆止弁 ３個

３

３

３

３

４

４

４

４

４ 空気弁 ３個

５ 直管 ３個１２５Ａ－１１００Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

５

５

５

５

６

６

６

６

７

７

７

直管６

７ 直管

３個

３個

１２５Ａ－１４１１Ｌ（平均長） ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ－１５５８Ｌ（平均長） ＪＩＳ１０Ｋ

７

８

８ ３個１２５Ａ－１６９０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ直管

９

９ 直管 ３個

10

10 直管 １５０Ａ－１０８０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ ３個

11 直管（片フランジ管） ３個

12

12

12

12 ９０°曲管 ９個１２５Ａ－２００Ｌ×２００Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

13

13 ３個

14

14

14

14

14 片落管（同芯） １２５Ａ ＪＩＳ１０Ｋ×１５０Ａ ＪＩＳ１０Ｋ－６６６Ｌ ３個

15

16

15

16

３個

３個

９０°曲管

９０°曲管

１５０Ａ－２３５Ｌ×７５０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１５０Ａ－２３５Ｌ×８００Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

17

17

１２５Ａ－２９６Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

17 直管 ２個

18

18

３００Ａ－１１２２Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

18 直管 ３００Ａ－１０９０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ １個

19

19

Ｔ字管 ３００Ａ－５２４Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ ２個19

20

20

20 １個

手動仕切弁21

21

21

４ ４

９ ９

12 1213 13

分岐付き９０°曲管

３００Ａ 外ネジ式　ＪＩＳ１０Ｋ

分岐付き９０°曲管

２５Ａ ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ　ハンマーレス　逆止弁　ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ 外ネジ式　ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ 外ネジ式　ＪＩＳ１０Ｋ

※既存図面より復元した推定図である。

※既存図面より復元した推定図である。

11

11

11

11

１５０Ａ－２５０Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

１２５Ａ－３４８Ｌ（平均長）×５２１Ｌ（平均長） ＪＩＳ１０Ｋ

３００Ａ－３１３Ｌ×９６２Ｌ ＪＩＳ１０Ｋ

12 12

624

※既設補給水管については、写真等を基におおよその位置を想定し図示したものである。

※既設補給水管については、写真等を基におおよその位置を想定し図示したものである。

22 補給水管(想定図示)

22

22

22

22

※想定

※想定

※想定

※想定

１個

22ｍ

図面番号 8

鳥取市福部町海士ほか

令和６～７年度施行

５０Ａ 　ＳＧＰ



図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

NON

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

単線結線図

図面番号 9

鳥取市福部町海士ほか

加圧ポンプ場電気設備

令和６～７年度施行

ＷＨ

Ｆ

７．２ｋＶ

ＬＢＳ

ＷＨＶＣＴ

２００Ａ

ＺＰＤ

３

２００Ａ

７．２ｋＶ

ＰＡＳ

３φ３Ｗ ６．６ｋＶ ６０Ｈｚ

Ｎｏ．３吐出電動弁

０．４ｋＷ
M23

Ｎｏ．２吐出電動弁

０．４ｋＷ
M22

Ｎｏ．１吐出電動弁

０．４ｋＷ
M21

Ｎｏ．３加圧ポンプ

１５ｋＷ

M13

Ｎｏ．２加圧ポンプ

１５ｋＷ

M12

Ｎｏ．１加圧ポンプ

２２ｋＷ

M11

ＬＡ

盤内照明
盤内換気扇

電灯分電盤

ＭＣＭＣＭＣＭＣ
５０ＡＦ　
２Ｐ　
ＭＣＣＢ

３０ＡＦ　
２Ｐ　
ＭＣＣＢ

５０ＡＦ　
３Ｐ　
ＭＣＣＢ

５０ＡＦ　
２Ｐ　
ＭＣＣＢ

５０ＡＦ　
３Ｐ　
ＭＣＣＢ

ＴＨＲＴＨＲＴＨＲ
AAA

ＣＴ×２

3ECC3ECC3ECC

２５０μＦ
ＳＣ

２５０μＦ
ＳＣ

４００μＦ
ＳＣ

１５μＦ
ＳＣ

１５μＦ
ＳＣ

１５μＦ
ＳＣ

A

ＡＳ
ＣＴ×２

ＭＣＭＣ

１００ＡＦ　
３Ｐ　
ＭＣＣＢ ＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣＭＣ

２１０／１０５Ｖ

１φ　１．５ｋＶＡ

ＴＲ

V

ＶＳＦ

５０ＡＦ　
２Ｐ　
ＭＣＣＢ

５０ＡＦ　
３Ｐ　
ＥＬＣＢ

５０ＡＦ　
３Ｐ　
ＥＬＣＢ

５０ＡＦ　
３Ｐ　
ＥＬＣＢ

２２５ＡＦ　
３Ｐ　
ＥＬＣＢ

２２５ＡＦ　
３Ｐ　
ＥＬＣＢ

２２５ＡＦ　
３Ｐ　
ＥＬＣＢ

２５０ＡＦ　
２Ｐ　

ＭＣＣＢ

A

ＡＳ
ＣＴ×２

ＥＢ

４００ＡＦ
３Ｐ　

ＭＣＣＢ

V

ＶＳＦ
I >ＺＣＴ

６６００／２１０Ｖ

３φ　１００ｋＶＡ

ＴＲ（モールド）

ＰＣ×３

A

ＡＳ

PFW
ＣＴＴ

ＣＴ×２

V

ＶＳＶＴＴＦ

ＶＴ　６６００／１１０Ｖ

３０ＡＦ　
２Ｐ　
MCCB

I　 >U <

ＥＡ（ＰＡＳ）

ＺＣＴ

２１０／２１０－１０５Ｖ

１φ　１０ｋＶＡ

ＴＲ（モールド）

引込受電盤

（ＨＰ－１）

（ＨＰ－２）

変圧器盤

ＭＣ

ＭＣ ＭＣ

ＣＴ×２ ＣＴ×２

予備 予備

L-1

ＣＰ
２Ｐ　
３０ＡＦ　

計装電源 予備

３０ＡＦ　
２Ｐ　
ＣＰ

（ＣＰ－１）

加圧ポンプ盤

ＥＢ

I >ＺＣＴ

制御電源

注記

構成等については参考とし、詳細は承諾図にて決定とする。１．



福部砂丘地区

鳥取県東部農林事務所

1/10

地区名

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

鳥取県

Ｍ，ＭＭ単　位縮　尺

位　置

図　名 盤外形図

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 10

加圧ポンプ場電気設備

令和６～７年度施行

2
3
5
0

1720 4040

1800

1
1
5
0

2
3
0
0

5
0

2
3
0
0

2
3
5
0

3100

900 1200 1000

3
0
0

3
0
0

アンカーボルト※
アンカーボルト※

5
0

盤寸法及び構成等については参考とし、詳細は承諾図にて決定とする。

塗装色は指定色仕上げとする。

屋内自立閉鎖形（鋼板製２．３ｔ以上　扉２．３ｔ以上）

扉ハンドルはステンレス製（ＳＵＳ３０４）とする。

４．

１．

２．

盤仕様

３．

引込受電盤外形寸法図 Ｓ＝１／１０

（ＨＰ－１）

正面図 正面図

（ＨＰ－２）

変圧器盤外形寸法図 Ｓ＝１／１０

正面図

（CＰ－１）

加圧ポンプ盤外形寸法図 Ｓ＝１／１０

※アンカーボルトは制作する盤重量に基づき耐震計算により

　径・長さ・本数を決定する。

３Ｅ
故障

起動
渋滞

Ｏ Ｏ

弁故障
送水圧
低下

Ｏ Ｏ

ＳＬ１

送水

（予備）

Ｗ

Ｗ

配水槽
渇水

Ｏ

閉運転 弁停止 開運転

Ｗ Ｗ Ｗ

動力変圧器
二次地絡

動力主幹
ＭＣＣＢトリップ

Ｏ Ｏ

３０Ｆ２１

ＳＬ２

３０Ｆ３１

３０Ｆ２２

Ｏ

電灯主幹
ＭＣＣＢトリップ

Ｏ

電灯変圧器
二次地絡

Ｎｏ．３吐出電動弁開度計

受電力率

受電電力量

受電不足電圧継電器

受電電力

電灯電流

Ｎｏ．２加圧ポンプ

受電電圧

Ｎｏ．１吐出電動弁開度計

Ｎｏ．３加圧ポンプ

動力電圧

方向性地絡継電器

Ｎｏ．２吐出電動弁開度計

動力電流

電灯電圧

受電電流

　　 〃

引込受電盤 屋内自立閉鎖形

変圧器盤 　　 〃

加圧ポンプ盤 　　 〃

切換スイッチ

　　 〃

操作スイッチ

　　 〃ランプテスト

押釦スイッチリセット

　　 〃

交流電圧計Ｖ

交流電流計Ａ

Ｗ 電力計 　　 〃

力率計ＰＦ 　　 〃

ＷＨ 電力量計

　　 〃ＺＩ 開度計

手許－遠方

停止－運転

閉運転－引き停止－開運転

交流電圧計／切－Ｒ－Ｓ－Ｓ－Ｔ－Ｔ－Ｒ－切

ＡＳ

ＶＳ

交流電流計／切－Ｒ－Ｓ－Ｔ－切

警報停止 　　 〃

切替スイッチ

　　 〃

１１０角広角形

備　考記　　号　　名　　称記　号 備　考記　　号　　名　　称記　号

ＮＰ－０１

　　　０２

　　　０３

ＣＯＳ－１

ＣＳ－　１

２

ＰＢ－　１

２

３

Ｎｏ．１加圧ポンプ

　　　１３

　　　１２

ＮＰ－１１

　　　１４

　　　１５

　　　１７

　　　１６

　　　２４

ＮＰ－２１

　　　２２

　　　２３

　　　３３

　　　３２

ＮＰ－３１

　　　３４

　　　３６

　　　３５

　　　３８

　　　３９

　　　３７

Ｎｏ．２吐出電動弁

Ｎｏ．１吐出電動弁

Ｎｏ．３吐出電動弁

　　 〃２ 単独－連動

※手許の場合は手動とし遠方の場合は揚水機場からの

　信号により運転停止とする。

方向性地絡継電器６７

不足電圧継電器２７

ＣＴＴ 電流計試験端子

ＶＴＴ 電圧計試験端子配水槽水位　　　４０

水位計ＬＩ 　　 〃

３ 電極－水位計

配水槽水位切換　　　４１

NP01 NP02 NP03

NP11 NP12 NP13 NP21 NP22 NP23 NP24
NP31 NP32 NP33

V PF A V A V A A A A

NP14 NP15 NP34 NP35 NP36

W
ZI ZI ZI

WH

NP31 NP32 NP33

VS AS VS AS VS AS

COS1 COS1 COS1

GL RL GL RL GL RL

CS1 CS1 CS1

NP37 NP38 NP39

COS2 COS2 COS2

CS2 CS2 CS2

NP17

27

VTT CTT

67

NP16

PB1 PB2 PB3

ＳＬ１ ＳＬ１ ＳＬ１

３０Ｆ３１

３０Ｆ２１

ＳＬ２ ＳＬ２ ＳＬ２

３０Ｆ２２

換気扇カバー 換気扇カバー

LI

NP40

NP41

COS3

正面



図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

NON

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

配線系統図

図面番号 11

鳥取市福部町海士ほか

加圧ポンプ場電気設備

令和６～７年度施行

3φ3W 6.6kV 60Hz

引込受電盤

HP-2

変圧器盤

EM
-C

EE
-S

 2
sq

-1
2C

 

PAS

引込柱

6K
V 

EM
-C

ET
 3

8s
q

GP
（

82
）

,F
EP

（
10

0）

GP
（

36
）

,F
EP

（
40

）

HP-1

加圧ポンプ盤

CP-1

（ＬＡ内蔵）

高圧気中開閉器

VE
（

22
）

EM
-I

E 
22

sq

（PAS）

EA

Ｎｏ．１

GP
（

42
）

 x
2

60
0V

 E
M-

CE
T 

22
sq

 ×
2 

, 
EM

-I
E 

14
sq

M11

22kW

加
圧
ポ
ン
プ

PI

圧
力
検
知

EM
-C

EE
 2

sq
-2

C
GP

（
22

）

GP
（

22
）

EM
-C

EE
 2

sq
-2

C

圧
力
検
知

PI

加
圧
ポ
ン
プ

15kW

M12

60
0V

 E
M-

CE
T 

14
sq

 ×
2 

, 
EM

-I
E 

8s
q

GP
（

42
）

 x
2

Ｎｏ．２ Ｎｏ．３

GP
（

42
）

 x
2

60
0V

 E
M-

CE
T 

14
sq

 ×
2 

, 
EM

-I
E 

8s
q

M13

15kW

加
圧
ポ
ン
プ

PI

圧
力
検
知

EM
-C

EE
 2

sq
-2

C
GP

（
22

）

GP
（

28
）

EM
-C

EE
 2

sq
-5

C

ZI

Ｎｏ．１

LS

GP
（

36
）

EM
-C

EE
 2

sq
-1

0C
吐
出
電
動
弁

0.4kW

M21

60
0V

 E
M-

CE
 3

.5
sq

-3
C 

, 
EM

-I
E 

3.
5s

q
GP

（
28

）

GP
（

28
）

60
0V

 E
M-

CE
 3

.5
sq

-3
C 

, 
EM

-I
E 

3.
5s

q

M22

0.4kW

吐
出
電
動
弁

EM
-C

EE
 2

sq
-1

0C
GP

（
36

）

LS

Ｎｏ．２

ZI

EM
-C

EE
 2

sq
-5

C
GP

（
28

）

GP
（

28
）

EM
-C

EE
 2

sq
-5

C

ZI

Ｎｏ．３

LS

GP
（

36
）

EM
-C

EE
 2

sq
-1

0C

吐
出
電
動
弁

0.4kW

M23

60
0V

 E
M-

CE
 3

.5
sq

-3
C 

, 
EM

-I
E 

3.
5s

q
GP

（
28

）

（建築電気設備）

電灯分電盤

Ｌ－１
60

0V
 E

M-
CE

 3
.5

sq
-3

C 
, 

EM
-I

E 
3.

5s
q

GP
（

28
）

ＨＨ－１

VE
（

22
）

EM
-I

E 
14

sq

ECK

ED

EM
-I

E 
60

sq

VE
（

22
）

VE
（

22
）

EM
-I

E 
10

0s
q

EB

EA

EM
-I

E 
60

sq

VE
（

22
）

リ
ミ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

開
度
計

開
度
計

リ
ミ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

リ
ミ
ッ
ト
ス
イ
ッ
チ

開
度
計

配
水

槽
レ

ベ
ル

ス
イ

ッ
チ

GP
（

28
）

EM
-C

EE
 2

sq
-5

C

５Ｐ

ＬＡ－１

既
設
制
御
盤

60
0V

 E
M-

CE
 3

.5
sq

-2
C 

, 
EM

-I
E 

2s
q

GP
（

28
）

中
空

ｹ-
ﾌﾞ

ﾙ

ＬＩ－１
（投込圧力式）

中継器

配
水
槽
水
位
計
中
継
器

配
水
槽
水
位
計

EM
-C

EE
-S

 2
sq

-2
C 

, 
EM

-I
E 

2s
q

GP
（

22
）

CVV 2sq-30C , CVV 2sq-15C（既設ケーブル）　※既設電線管流用

CV
V 

2s
q-

30
C 

, 
CV

V 
2s

q-
15

C（
既

設
ケ

ー
ブ

ル
）

中央操作盤

（機能改造）

揚水機場

FE
P（

80
）

※既設ケーブルはＨＨ－１まで引き戻しＨＨ－１からＣＰ－１まで配線する事とする。

２．電線管は、屋内露出・屋外露出共：厚鋼電線管ＧＰ管

注　記

１．図中太線部分は今回新設及び機能改造とし細線部分は既設とする。

４．機器への接続は、機器接続用金属可とう電線管を使用する事。

　　床スラブ埋設：厚鋼電線管ＧＰ管・地中埋設：ＦＥＰ管（難燃性）とする。

３．地中埋設配管の埋設深さは、土被りＧＬ－６００とし

　　埋設標識シ－トを敷設する事。（２倍折り）

　　※接地線はＶＥ管とする。



図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

1/50

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 12

加圧ポンプ場電気設備
電気設備図

令和６～７年度施行

福部加圧ポンプ場電気設備図

Ａ

Ｂ

Ｃ

１ ２

Co

仕切弁

空気弁

流
入

流
出

流出

空気弁
仕切弁

Con

Con

配水槽

ハシゴ

Co

既設制御盤

電気

M

Con

フトンカゴ

フトンカゴ

E柱

Con

ＰＡＳＷＨＭ

ＥＡ ＥＤ

支線（４５ｓｑ）

引込柱（１２ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇ）

Ａ

以降別図参照（電気設備平面図）

１ ２ ３

ＨＨ－１

電気室

ポンプ室

Ｂ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣＫ

ＰＢ．２

Ｎｏ．３吐出電動弁

Ｎｏ．２加圧ポンプ

Ｎｏ．２吐出電動弁

Ｎｏ．１吐出電動弁

Ｎｏ．１加圧ポンプ

Ｎｏ．３加圧ポンプ

ＰＢ．２

ＬＡ－１　配水槽レベルスイッチ（５Ｐ）

ＬＩ－１　配水槽水位計

ＰＢ．３（ＬＩ－１　配水槽水位計中継器収納）

Ｄ

Ｃ

Ｅ

揚水機場へ

※ＨＨ－１の設置場所は既設ハンドホ－ル撤去後位置とする。

Ｆ

４

５

ＥＡＥＤ

※既設ケーブルはＨＨ－１まで引き戻しＨＨ－１からＣＰ－１まで配線する事とする。

　　※接地線はＶＥ管とする。

　　埋設標識シ－トを敷設する事。（２倍折り）

３．地中埋設配管の埋設深さは、土被りＧＬ－６００とし

　　床スラブ埋設：厚鋼電線管ＧＰ管・地中埋設：ＦＥＰ管（難燃性）とする。

５．特記なき配線・配管は、別紙（配線系統図）参照の事。

２．電線管は、屋内露出・屋外露出共：厚鋼電線管ＧＰ管

注　記

４．機器への接続は、機器接続用金属可とう電線管を使用する事。

１．図中太線部分は今回新設及び機能改造とし細線部分は既設とする。

1
1
,
1
6
5

4
,
9
9
5

6
,
1
7
0

6,165

CVV 2sq-15C（既設ケーブル）
揚水機場

配線配管リスト

（ＧＬ－６００）

地中埋設配管

ＰＡＳ

ＦＥＰ（１００）３φ３Ｗ

用 途記号

Ａ

電線管配線仕様

6kV EM-CET 38sq

備考

EM-CEE-S 2sq-12C ＦＥＰ（４０）

３φ３Ｗ

ＰＡＳ EM-CEE-S 2sq-12C

6kV EM-CET 38sq

ＦＥＰ（４０）

ＦＥＰ（１００）

CVV 2sq-30C（既設ケーブル）

ＦＥＰ（１００）

EM-CEE 2sq-5CＬＡ－１

ＬＩ－１ EM-CEE-S 2sq-2C , EM-IE 2sq ＦＥＰ（３０）

600V EM-CE 3.5sq-2C , EM-IE 2sq既設制御盤 ＦＥＰ（３０）

Ｂ
地中埋設配管

（ＧＬ－１２００）

既設制御盤

ＬＡ－１

ＬＩ－１

EM-CEE 2sq-5C

EM-CEE-S 2sq-2C , EM-IE 2sq

600V EM-CE 3.5sq-2C , EM-IE 2sq ＦＥＰ（３０）

ＦＥＰ（３０）

ＦＥＰ（３０）

Ｃ
（ＧＬ－６００）

地中埋設配管

ＬＡ－１

ＬＩ－１ EM-CEE-S 2sq-2C , EM-IE 2sq

EM-CEE 2sq-5C ＦＥＰ（３０）

ＦＥＰ（３０）
Ｄ

地中埋設配管

（ＧＬ－６００）

既設制御盤 600V EM-CE 3.5sq-2C , EM-IE 2sq ＦＥＰ（３０）Ｅ
（ＧＬ－６００）

地中埋設配管

揚水機場
CVV 2sq-15C（既設ケーブル）

CVV 2sq-30C（既設ケーブル）
既設電線管流用Ｆ

既設流用既設制御盤

記 号

ハンドホール表

ＨＨ－１

露出配管配線

建築電気設備Ｌ－１　電灯分電盤

※プルボックスはＳＵＳ－ＷＰ製とする。

プルボックス表

電動機（電動弁） 負荷番号 ／ 容量

水位計計装機器検出端

凡　例

備    考名　　　称

レベルスィッチ

電動機（ポンプ） 負荷番号 ／ 容量

ピット内配線

床スラブ埋設配管配線

地中配管配線

記　号

傍記は別図、別表参照プルボックス

ＰＢ．３

ＰＢ．２

記　号

機器名称記号 備考

１面

１面

１面

数量

ＣＰ－１　加圧ポンプ盤

電気設備機器表

ＨＰ－１　引込受電盤

ＨＰ－２　変圧器盤

１面

１面

１

２

３

４

５

大    き    さ

９００×９００×１２００（２ｔ荷重蓋）

３００×３００×３００

２００×２００×２００

大   き   さ

PB-n

MV

L I  

LA

P



福部砂丘地区

鳥取県東部農林事務所

図示

地区名

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

鳥取県

Ｍ，ＭＭ単　位縮　尺

位　置

図　名 引込柱姿図

図面番号 13

鳥取市福部町海士ほか

加圧ポンプ場電気設備

令和６～７年度施行

↓A3用図面範囲（PL4150）

Ａ

６ｋＶ ＥＭ－ＣＥＴ ３８ｓｑ

支線

構内引込柱 装柱要領図 （Ｓ＝ＮＯＮＥ）

ＥＭ－ＩＥ ２２ｓｑ（ＶＥ２２）

（ＰＡＳ）
ＥＡ

異種管接続材

コンクリート柱

ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ ２ｓｑ－１２Ｃ

ＧＬ＋６０００

ＧＰ（３６）

ＰＡＳ

７．２ｋＶ　２００Ａ

（VT、LA内蔵形）

ＰＡＳ（耐塩）

支線ブロック

ＧＬ

支線ガード

玉碍子

ＧＰ（８２）

４５ｓｑ

※別紙（福部加圧ポンプ場電気設備図）集合管リスト参照

1
5
0
0

6
0
0
0

6
0
0

4
5
0
0

（１２ｍ×１９ｃｍ×５００ｋｇ）



図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

NON

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

管路堀削断面図

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 14

加圧ポンプ場電気設備

令和６～７年度施行

９．０ｍ

管路掘削断面図　Ｅ

▽ＧＬ

堀削

埋戻堀削

３０

山砂

埋設標識シート

埋戻し

７．０ｍ

３０

管路掘削断面図　Ｄ

▽ＧＬ

堀削

埋戻堀削

３０

山砂

（発生土）

埋設標識シート

（発生土）

埋戻し

埋設標識シート

（発生土）

山砂

３０

堀削 埋戻

堀削

▽ＧＬ

管路掘削断面図　Ｃ

３０

９．６ｍ

埋戻し

３．７ｍ

３０３０

１００

管路掘削断面図　Ｂ

山砂

埋戻堀削

堀削

▽ＧＬ

埋設標識シート

１００ ４０

埋戻し

（発生土）

７．５ｍ

管路掘削断面図　A

山砂

埋戻堀削

堀削

▽ＧＬ

埋設標識シート

１００ ４０

（発生土）

埋戻し

注　記

１．図面は参考とし詳細は、承諾図にて決定する。

２．地中埋設配管の埋設深さは、土被りＧＬ－６００とし

　　埋設標識シ－トを敷設する事。（２倍折り）
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150

Ｆ 既設電線管流用
CVV 2sq-30C（既設ケーブル）

CVV 2sq-15C（既設ケーブル）
揚水機場

地中埋設配管
（ＧＬ－６００）

Ｅ ＦＥＰ（３０）600V EM-CE 3.5sq-2C , EM-IE 2sq既設制御盤

（ＧＬ－６００）

地中埋設配管
Ｄ

ＦＥＰ（３０）

ＦＥＰ（３０）EM-CEE 2sq-5C

EM-CEE-S 2sq-2C , EM-IE 2sqＬＩ－１

ＬＡ－１

地中埋設配管

（ＧＬ－６００）
Ｃ

ＦＥＰ（３０）

ＦＥＰ（３０）

ＦＥＰ（３０）600V EM-CE 3.5sq-2C , EM-IE 2sq

EM-CEE-S 2sq-2C , EM-IE 2sq

EM-CEE 2sq-5C

ＬＩ－１

ＬＡ－１

既設制御盤

（ＧＬ－１２００）

地中埋設配管
Ｂ

ＦＥＰ（３０）既設制御盤 600V EM-CE 3.5sq-2C , EM-IE 2sq

ＦＥＰ（３０）EM-CEE-S 2sq-2C , EM-IE 2sqＬＩ－１

ＬＡ－１ EM-CEE 2sq-5C

ＦＥＰ（１００）

CVV 2sq-30C（既設ケーブル）

ＦＥＰ（１００）

ＦＥＰ（４０）

6kV EM-CET 38sq

EM-CEE-S 2sq-12CＰＡＳ

３φ３Ｗ

ＦＥＰ（４０）EM-CEE-S 2sq-12C

備考

6kV EM-CET 38sq

配線仕様 電線管

Ａ

記号 用 途

３φ３Ｗ ＦＥＰ（１００）

ＰＡＳ

地中埋設配管

（ＧＬ－６００）

配線配管リスト

揚水機場
CVV 2sq-15C（既設ケーブル）



福部砂丘地区

鳥取県東部農林事務所

NON

地区名

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

鳥取県

Ｍ，ＭＭ単　位縮　尺

位　置

図　名 ハンドホ－ル設置断面図

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 15

加圧ポンプ場電気設備

令和６～７年度施行

（９００×９００×１２００Ｈ）
ハンドホ－ル

※ＨＨ－１

砕石

在来土 在来土堀削

▽ＧＬ

埋戻堀削

堀削
※ＨＨ－１

ハンドホ－ル
（９００×９００×１２００Ｈ）

堀削 埋戻

３０３０

１００１００ ４０

１．図面は参考とし詳細は、承諾図にて決定する。

注　記
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図　名

位　置

縮　尺 単　位 Ｍ，ＭＭ

鳥取県

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

地区名

1/30

鳥取県東部農林事務所

福部砂丘地区

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 16

加圧ポンプ場電気設備 平面図

令和６～７年度施行

Ａ

Ｂ

Ｃ

１ ２

ポンプ室

Ｎｏ．３吐出電動弁

Ｎｏ．３加圧ポンプ

B'

B

ＨＨ－１

電気室

配線ピット

A

電気設備平面図　1/30

Ｎ

Ｎｏ．２加圧ポンプ

Ｎｏ．１加圧ポンプ

Ｎｏ．２吐出電動弁

Ｎｏ．１吐出電動弁

１ ２ ３

M11

22kW

15kW

M12

15kW

M13

M21

0.4kW

M22

0.4kW

M23

0.4kW

LS

LS

LS

５

床スラブ埋設配管

床
ス

ラ
ブ

埋
設

配
管

PI

PI

PI

以降別図参照（福部加圧ポンプ場電気設備図）

Ｂ

Ａ

以降別図参照（福部加圧ポンプ場電気設備図）

Ｆ

※別紙（福部加圧ポンプ場電気設備図）集合管リスト参照

※別紙（福部加圧ポンプ場電気設備図）集合管リスト参照

※別紙（福部加圧ポンプ場電気設備図）集合管リスト参照

C※別紙（福部加圧ポンプ場電気設備図）集合管リスト参照

以降別図参照（福部加圧ポンプ場電気設備図）

A
M

A
M

A M

４．特記なき配線・配管は、別紙（配線系統図）参照の事。

　　床スラブ埋設：厚鋼電線管ＧＰ管・地中埋設：ＦＥＰ管（難燃性）とする。

２．地中埋設配管の埋設深さは、土被りＧＬ－６００とし

　　埋設標識シ－トを敷設する事。（２倍折り）

　　※接地線はＶＥ管とする。

３．機器への接続は、機器接続用金属可とう電線管を使用する事。

注　記

１．電線管は、屋内露出・屋外露出共：厚鋼電線管ＧＰ管

6165

1
1
1
6
5

4
9
9
5

6
1
1
5

5
5

5
0
5
0

５

４

３

２

１

１面

１面

ＨＰ－２　変圧器盤

ＨＰ－１　引込受電盤

電気設備機器表

ＣＰ－１　加圧ポンプ盤

数量

１面

１面

１面

備考記号 機器名称

記　号

ＰＢ．２

ＰＢ．３

プルボックス 傍記は別図、別表参照

記　号

地中配管配線

床スラブ埋設配管配線

ピット内配線

電動機（ポンプ） 負荷番号 ／ 容量

レベルスィッチ

名　　　称 備    考

凡　例

計装機器検出端 水位計

電動機（電動弁） 負荷番号 ／ 容量

プルボックス表

大   き   さ

２００×２００×２００

※プルボックスはＳＵＳ－ＷＰ製とする。

３００×３００×３００

Ｌ－１　電灯分電盤 建築電気設備

露出配管配線

ＨＨ－１ ９００×９００×１２００（２ｔ荷重蓋）

ハンドホール表

記 号 大    き    さ

既設制御盤
既設流用

（別図参照）

PB-n

P

LA

L I  

MV



福部砂丘地区

鳥取県東部農林事務所

1/30

地区名

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

鳥取県

Ｍ，ＭＭ単　位縮　尺

位　置

図　名

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 17

加圧ポンプ場電気設備 断面図

令和６～７年度施行

ＨＨ－１

Ｎｏ．１吐出電動弁

Ｎｏ．１加圧ポンプＮｏ．２加圧ポンプ

Ｎｏ．２吐出電動弁Ｎｏ．３吐出電動弁

Ｎｏ．３加圧ポンプ

LS

0.4kW

M21M11

22kW

PILS

M22

0.4kW

PI

15kW

M12

LS

0.4kW

M23

PI

M13

15kW

１

ＡＢＣ

Ｃ

△設計GL（70.80（KBM-1.098））

▽FL（71.05（KBM-0.848））

▽設計GL（70.80（KBM-1.098））

▽FL（71.05（KBM-0.848））

電気室

ポンプ室

▽建築物の最高の高さ

▽水上梁天端（最高の軒高）

△水下梁天端

電気室

▽建築物の最高の高さ

▽水上梁天端（最高の軒高）

△水下梁天端

Ｂ

１

※別紙（福部加圧ポンプ場電気設備図）集合管リスト参照

５

A A A

1
2
0
0

１．電線管は、屋内露出・屋外露出共：厚鋼電線管ＧＰ管

注　記

３．機器への接続は、機器接続用金属可とう電線管を使用する事。

　　※接地線はＶＥ管とする。

　　埋設標識シ－トを敷設する事。（２倍折り）

２．地中埋設配管の埋設深さは、土被りＧＬ－６００とし

　　床スラブ埋設：厚鋼電線管ＧＰ管・地中埋設：ＦＥＰ管（難燃性）とする。

４．特記なき配線・配管は、別紙（配線系統図）参照の事。
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4,835

Ａ断面図　1/30 Ｂ－Ｂ断面図　1/30

大    き    さ記 号

ハンドホール表

９００×９００×１２００（２ｔ荷重蓋）ＨＨ－１

露出配管配線

３００×３００×３００

※プルボックスはＳＵＳ－ＷＰ製とする。

２００×２００×２００

大   き   さ

プルボックス表

電動機（電動弁） 負荷番号 ／ 容量

水位計計装機器検出端

凡　例

備    考名　　　称

レベルスィッチ

電動機（ポンプ） 負荷番号 ／ 容量

ピット内配線

床スラブ埋設配管配線

地中配管配線

記　号

傍記は別図、別表参照プルボックス

ＰＢ．３

ＰＢ．２

記　号

（別図参照）
既設流用

既設制御盤

建築電気設備Ｌ－１　電灯分電盤

機器名称記号 備考

１面

１面

１面

数量

ＣＰ－１　加圧ポンプ盤

電気設備機器表

ＨＰ－１　引込受電盤

ＨＰ－２　変圧器盤

１面

１面

１

２

３

４

５

既設流用

既設流用

MV

L I  

LA

P

PB-n



福部砂丘地区

鳥取県東部農林事務所

地区名

Ａ３印刷時は縮尺を1/2倍すること

鳥取県

Ｍ，ＭＭ単　位縮　尺

位　置

図　名 揚水機場電気設備図

1/50

鳥取市福部町海士ほか

図面番号 18

水管理設備

令和６～７年度施行

１

２

３

４

５

６

７

８

９ １０ １１ １２

１３１４

１５

１６

既設ケーブルダクト

既設ケーブルダクト

既設ケーブルダクト

既設ケーブルラック

既設ケーブルラック

Ｋ

既設ハンドホ－ル（１）

既設ハンドホ－ル（２）

１２

１１

継電器盤

揚水１号盤

揚水２号盤

オ－トストレ－ナ操作盤

受電監視盤

中央操作盤

接続端子盤

照明分電盤

渇水警報表示盤１６

塩分濃度計変換器Ｋ

１面

１面

１面

１面

１面

１面

１面

１面

１面

１面

１面

１面

１面

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

今回機能改造

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

既設流用

１３

１４

１５

加圧ポンプ監視盤

揚水ポンプ監視盤１０

１面

１面

備考記号 機器名称

変圧器盤

電灯盤

６

７

８

９

１．図中太線部分は今回機能改造とし細線部分は既設とする。

注　記

既設流用

５

４

３

２

１

１面

１面

受電盤

引込盤

電気設備機器表

補機動力盤

数量

１面

16000

1
0
5
0
0


